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序章 
 

１．計画作成の背景・目的 

大阪府の東部、河内地方のほぼ中央に位置する大東市は、古くから大阪 ・京都 ・奈良などの地域と水

運や陸運でつながり、多くの人や物の往来を通じて、豊かな歴史文化が発展してきました。本市の歴史

文化を構成する文化財は、飯盛城跡や平野屋新田会所跡など、既に文化財保護法や大東市文化財保護条

例に基づき指定 ・登録されているもののほか、未指定ではあるものの井路 （農業用水路）や旧街道沿い

の歴史的町並み、路傍の道標、地域の歴史を伝える古文書や民具、地域の鎮守社、のざきまいりや地車

曳行などがあり、これらの文化財は市民の暮らしに現在も息づいています。 

本市は、最高規範である自治基本条例 （平成 17 年 （2005）制定）で、「先人たちの英知と努力によっ

て今日の姿があることに感謝の気持ちを忘れず、自然環境、人のつながり、歴史と文化、産業集積、生

活基盤の充実などの誇るべき財産を、未来を担う子どもたちへと引き継ぎ、個性豊かで自然の恵みと都

市の住み良さが共生するまち」をめざすことをうたっており、歴史文化を尊重したまちづくりを進めて

きました。 

しかし、近年の社会経済情勢や生活様式の変化のなかで、本市においても、開発行為等によって失わ

れた歴史的建造物や、人口の流出入や少子高齢化に伴う担い手の減少によって存続の危機に瀕している

祭礼行事等もあります。 

こうしたなか、平成 30 年 （2018）６月の文化財保護法改正により、市町村における文化財の保存 ・活

用に関する総合的な計画である「文化財保存活用地域計画」が制度化されました。これにより、従来、

価値付けが明確でなかった未指定を含めた有形 ・無形の文化財をまちづくりに活かしつつ、文化財継承

の担い手を確保し、地域社会総がかりで取り組んでいくことのできる体制づくりが可能となりました。 

本市は、令和８年（2026）に市制施行 70 周年を迎えるにあたり、これまでのあゆみを振り返りなが

ら、本市の将来計画を踏まえ、地域総がかりで文化財を保存 ・活用し、次世代に確実に継承していくた

め、文化財保護法第 183 条の３に基づき、 「大東市文化財保存活用地域計画」（以下、「本計画」という）

を作成しました。 

本市は、本計画に基づき、市民が誇りに思う大東市の実現をめざし、市民の皆様や多様な関係者の

方々とともに、文化財を活かした持続可能なまちづくりを一層推進していきます。
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２．計画の対象 
文化庁による 「文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱 ・文化財保存活用地域計画の作成等に関す

る指針」 （令和７年 （2025）３月 21日変更、以下 「指針」という）は、文化財保存活用地域計画の対象

である「文化財」について以下のように記されています。 

 

本指針の対象とする「文化財」とは、法第２条に規定される有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記

念物、文化的景観、伝統的建造物群の６つの類型をいう（なお、この中には国や地方公共団体に指定等さ

れたものだけでなく、何ら行政による保護措置が図られていない、いわゆる未指定文化財も含まれる）。ま

た、法に規定される土地に埋蔵されている文化財（埋蔵文化財）や文化財を次世代へ継承する上で欠かせ

ない文化財の材料製作・修理等の伝統的な保存技術についても、幅広く対象とすることが有効である。さ

らに、国民娯楽など、必ずしも文化財に該当するとは言えないものであっても、各地域にとって重要であ

り、次世代に継承していくべきと考えられる文化的所産については、これを幅広く捉え、文化財と同等に

取り扱う視点も有効である。 

 

本計画は、文化財保護法が保護の対象とする第２条に規定される６類型と 「埋蔵文化財」、 「文化財の

保存技術」を計画の対象とします。それに加えて、文化財保護法の対象以外に、本市の歴史文化を理解

するうえで重要な歴史的 ・文化的資産である、「民間伝承」と 「古地名」を本計画の対象とします。本計

画は、これらを総称して「文化財」と呼びます。 

そして、文化財とそれを取り巻く環境（文化財周辺の自然環境や景観、文化財を支える人々の活動・

知恵・技術など）が総体的に示すものを「歴史文化」と定義します。 

これらの 「文化財」ならびに 「歴史文化」は、市民の精神的な拠り所となるものであるとともに、先

人の営みを今に伝えるものとして、市民の生活をより豊かなものとするものと定義づけます。 

 

 

 

 

 

 

本計画で対象とする「文化財」 

 
 
 
 
 
 
 
 

図序-1 計画の対象とする文化財 

【文化財保護法が定義している文化財】 

〇文化財保護法第２条に規定された文化財 

有形文化財、無形文化財、民俗文化財、 

記念物、文化的景観、伝統的建造物群 

〇埋蔵文化財 

〇文化財の保存技術 

【本計画が独自に定義した文化財】 

〇民間伝承 

〇古地名 
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表序-１ 大東市文化財保存活用地域計画で対象とする文化財 

類型 概要 

有形文化財 

建造物 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書その他有形の文化的所産

で歴史上又は芸術上価値の高いものや、考古資料及びその他の学術上価値の

高い歴史資料。 美術工芸品 

無形文化財 
演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の

高いもの。 

民俗文化財 

有形の民俗文化財 
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術で

生活の推移の理解のため欠くことのできないもののうち有形のもの。 

無形の民俗文化財 
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術で

生活の推移の理解のために欠くことのできないもののうち無形のもの。 

記念物 

遺跡 
貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅などの遺跡で歴史上又は学術上価値の高い

もの。 

名勝地 
庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳などの名勝地で芸術上又は鑑賞上価値が高い

もの。 

動物・植物・地質鉱物 動物、植物、地質鉱物で学術上価値が高いもの。 

文化的景観 
地域における人々の生活や生業、地域の風土により形成された景観地で我が

国民の生活や生業の理解のために欠くことの出来ないもの。 

伝統的建造物群 
周囲の環境と一体となって歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で

価値の高いもの。 

埋蔵文化財 土地に埋蔵されている文化財。 

文化財の保存技術 文化財の保存に必要な材料や用具の生産・製作、修理・修復の技術等。 

民間伝承 古くから口頭で語り継がれてきた伝説、昔話、風俗、習慣、信仰、芸能等。 

古地名 過去に使用されていた小字、垣内、枝郷等の名称。 

 

３．計画の位置づけ 

（１）地域計画の位置づけ 

本計画は、文化財保護法第 183 条の３に基づき、大阪府が策定した「大阪府文化財保存活用大綱」

を勘案したうえで、 「第５次大東市総合計画 （以下、「総合計画」という。）」の理念に則り、 「第３期大

東市まち・ひと・しごと創生総合戦略 （以下、「総合戦略」という。）」、「大東市歴史的資源活用基本方

針」、 「大東市都市計画に関する基本的な方針 （大東市都市計画マスタープラン）」、 「大東市景観計画」、

「第２期大東市環境基本計画」、「大東市緑の基本計画」、 「大東市国土強靭化地域計画」、 「大東市地域

防災計画」等の関連計画との調整を図ります。 

また、個別の文化財保存活用計画である 「史跡飯盛城跡保存活用計画」、「市史跡平野屋新田会所跡

保存活用計画」を本計画の下位計画に位置づけ、これらの個別計画を見直す際に、本計画との整合を

図ることとします。 
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図序-2 本計画と諸計画との関係 
 

 

（２）大阪府文化財保存活用大綱 
■大阪府文化財保存活用大綱（令和２年（2020）３月策定） 

大阪の文化財の保存・活用におけるめざすべき姿を、「歴史が輝き未来と織り成す魅力都市・大

阪」とし、「文化財の適切な保存 ・活用による次世代への確実な継承」と 「文化財の適切な保存 ・活

用による継続的な地域の維持発展」を基本理念としています。そして、文化財の保存 ・活用におけ

る市町村の役割を、「域内の文化財にとって最も身近な行政組織としての施策実施」、「保存 ・活用に

かかる施策実施のための体制整備」、「所有者等に対する支援」としています。また、所有者の役割

を、「法や条例の趣旨に基づき文化財の維持管理、保存修理、公開等について、国 ・府 ・市町村の支

援を得ながら自ら行うよう努める」としています。 

 

（３）本市の上位計画と関連計画 
■幸せデザイン大東（令和８年（2026）３月策定） 

（第５次大東市総合計画・第３期大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

総合計画で掲げている 「一人ひとりの幸せの増大」をめざし、総合戦略において、地域資源の活

用やその発信などにより、市外からの人の呼び込みや文化 ・歴史に対する市民の誇りの醸成を図る

ための施策等を実施するとしています。 

 

 
 
 
 

大東市文化財 
保存活用 
地域計画 

大阪府文化財
保存活用大綱 

関連計画 

・第３期大東市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 

・大東市歴史的資源活用基本方針 

・大東市都市計画に関する基本的 

な方針 

・大東市景観計画 

・第 2 期大東市環境基本計画 

・大東市緑の基本計画 

・大東市国土強靭化地域計画 

・大東市地域防災計画 等 

調整 勘案 

即応 

「第５次大東市総合計画」 
 

個別の文化財保存活用計画 

・史跡飯盛城跡保存活用計画 

・市史跡平野屋新田会所跡保存活用計画      

整合 

基づく 

文化財保護法 

基づく 
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■大東市歴史的資源活用基本方針（平成 27 年（2015）11 月策定） 

本市の歴史的資源を、「知られざる最先端の繁栄の物語」（古代 ・中世）や 「人の知恵と力で農村

を発展させてきた物語」（近世）として利用することで、「来街者に向けたインバウンド＆アウトバ

ウンドの拡大、市民に向けたシビックプライドの形成に寄与させていく」と方針を示しています。 

 

■大東市都市計画に関する基本的な方針（令和４年（2022）12 月改訂） 

本市の将来像を、「地域がつながる魅力を伝える未来へ届ける幸せのまち大東」とし、 「愛着と誇

りの持てる魅力的なまちづくり」を推進するための基本方針に 「自然や文化の保全 ・継承」、「地域

の魅力の発信」、「地域の特性やコミュニティを踏まえたまちづくりの推進」等を設定しています。 

 

■大東市景観計画（令和２年（2020）１月策定） 

本市の景観形成に関する基本目標を、「都市 ・自然 ・歴史が豊かに共存し、まちへの誇りを育む笑

顔あふれる景観形成」とし、基本方針のひとつである 「自然 ・歴史景観の維持」のため、「本市が有

する自然や歴史資源の保全、魅力づくりを進めていく」としています。 

 

■第３期大東市環境基本計画（令和８年（2026）３月策定） 

本市の環境政策の基本理念を、「快適でうるおいのある豊かな環境を創り、守り、育て、伝えてい

く まち だいとう」とし、基本目標のひとつである 「自然と共生する だいとうの環境」を実現

するため、都市拠点や、公園 ・緑地などの緑の拠点、歴史 ・文化資源、山地部の豊かな自然などを

結び、歩行者の回遊性の向上や、保護樹木等の緑の保全等を進めるとしています。 

 

■大東市緑の基本計画（平成 29 年（2017）９月改訂） 

本市の将来像を、 「みんなで育む緑のまちづくり～笑顔で住み続けられるまちをめざして～」と

し、基本方針である 「緑をまもる・つたえる」・ 「緑をつくる・むすぶ」・ 「緑をはぐくむ・いか

す」を実現するため、野崎観音を中心とした山裾部の歴史的風土と一体となった緑や、御領地区の

水郷の名残を見せる歴史的街並みを演出する緑等の保全・創出を進めるとしています。 

 

■「大東市国土強靭化地域計画」（令和６年（2024）３月改定） 

本市における強靭な地域づくりの基本目標を、「いかなる自然災害が発生しようとも①人命の保

護が最大限図られる、②社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される、③市民の財産及び

公共施設に係る被害の最小化」とし、「起きてはならない最悪の事態」のひとつである 「貴重な文化

財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形 ・無形の文化の衰退 ・損失」に備え

るため、個別の文化財保存活用計画や文化財保存活用地域計画を作成し、文化財の防災措置を講じ

るとともに、文化財のデジタル ・アーカイブ化や地域の有形 ・無形文化財の管理者及び管理団体の

支援などの取組を進めるとしています。 
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■「大東市地域防災計画」（令和４年（2022）３月改定） 

「災害に強い安全なまちづくり」を進めるため、災害予防対策として、文化財の保存のための万

全の配慮を行うとともに、良好な状況のもとに文化財の維持管理を推進することや、災害時の応急

対策として、文化財保護条例等で指定されている文化財の被害調査を行うとともに、その応急復旧

に協力すること等を定めています。 

 

４．計画期間 
本計画の計画期間は、総合計画の計画終期に合わせて、令和８年 （2026）度から令和 12年 （2030）度

までの５年間とし、総合計画の改定時に、相互に計画内容を反映させます。なお、本計画の次期計画以

降は、次期総合計画の計画期間と連動して計画期間を設定することとします（図序-3）。 

なお、社会状況等の変化に伴い、地域計画の 「計画期間の変更」、 「市内に存する文化財の保存に影響

を及ぼすおそれのある変更」、 「地域計画の実施に支障が生じるおそれのある変更」を行う場合は、文化

財保護法第 183 条の４に基づき、文化庁長官の変更の認定を受けることとします。この他の軽微な変更

を行う場合は、大阪府と文化庁に情報提供します。 

 

図序-3 計画期間 

 

５．計画作成の経緯と体制 

本計画の作成にあたって、大阪府、文化財所有者、学識経験者、商工関係団体、観光関係団体等で構

成する 「大東市文化財保存活用地域計画協議会 （以下、「協議会」という。）」を組織しました。令和６年

（2024）９月の第１回協議会を皮切りに、計５回開催し、意見を聴取するとともに、文化庁の指導 ・助

言をうけながら計画作成を進めました。また、大東市文化財保護審議会において意見聴取を行い、計画

に反映しました。 

本計画の市民への意見聴取は、令和６年 （2024）度に文化財所有者を対象としたアンケート調査、令

和７年 （2025）度に市民を対象としたワークショップとアンケート調査ならびにパブリックコメントを

実施し、幅広い市民からの意見を反映しました。 
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第１章 大東市の概要 
 

１．自然的・地理的環境 

（１）大東市の位置・面積 

本市は、大阪府の東部、河内地方のほぼ中央に位置し、東西 7.5km、南北 4.1km で、総面積は 18.27

㎢です。北は四條畷市、寝屋川市、門真市、西は大阪市 （鶴見区）、南は東大阪市、東は奈良県生駒市

と接しています。大阪 ・京都 ・神戸などの大都市に近く、交通の便に大変恵まれた土地です （図 1-1）。 

 

（２）気候 

本市は、瀬戸内式気候に属し、比較的温

暖で、年平均気温は 17 度前後です。降水

量は、年平均 1,300mm 程度で、６月下旬

から７月初旬の梅雨時期や台風が多く襲

来する９月の秋雨時期に降水量が増加す

る傾向があります。積雪はほとんど見ら

れません（図 1-2）。 

 

  

図 1-1 大東市の位置 

図 1-2 月別の気温・降水量 
出典：過去の気象データ（大阪管区気象台、平成６年

（1994）～令和５年（2023））（気象庁） 
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（３）地形 

本市は、東部３分の１が急峻な生駒山系の山地・丘陵地であり、北東部に標高 314.3ｍの飯盛山が

あります。中部から西部は標高１～５ｍの氾濫平野、微高地 （自然堤防）、後背湿地などが広がり、河

内平野で最も低い場所です（図 1-3）。 

市内に、一級河川の寝屋川
ね や が わ

、恩
おん

智
ち

川
がわ

、鍋
なべ

田川
た が わ

、谷田川
た に だが わ

、権現
ごんげん

川
がわ

、準用河川の宮谷
みやたに

川
がわ

、普通河川の北条
ほうじょう

川
がわ

、市場
い ち ば

川
がわ

、野崎
の ざ き

中川
なかがわ

、立花
たちばな

川
がわ

、 廿
にじゅう

田川
でんがわ

、寺川
てらかわ

中川
なかがわ

、長農
ながのう

川
がわ

、銭屋
ぜ に や

川
がわ

、南川
みなみかわ

が流れています。その

ほか、数多くの水路（井
い

路
じ

）が張り巡らされています。 

 
図 1-3 大東市の地形図 

出典：土地履歴調査 GIS データ（国土地理院）をもとに編集・加筆 

（４）生態系 

■植生 

本市東部は生駒山地の樹林地で、主に落葉広葉樹林であるアベマキ－コナラ群集が広がり、山麓

部や中腹部を中心に竹林の増殖も確認されています。一方、中部と西部は市街地や工場地帯が広が

り、一部に水田雑草群落などがあります（図 1-4）。 

 

■緑地の保全 

本市東部の生駒山地の樹林地は、自然公園法に基づく金剛
こんごう

生駒
い こ ま

紀
き

泉
せん

国定公園 （321.0ha）、近畿圏

の保全区域の整備に関する法律に基づく金剛生駒近郊緑地保全区域 （251.0ha）、森林法に基づく土

砂流出防備保安林（39.2ha）及び地域森林計画対象有林（283.0ha）に指定されています。 

本市は、「大東市環境の保全等の推進に関する条例」に基づき、「自然環境の保全のため、市民に
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親しまれ、または由緒由来のある樹木又は樹林」を保護樹木または保護樹林に指定し保護していま

す。令和８年（2026）３月現在、保護樹木 28 本、保護樹林１ヵ所を指定しています（図 1-5）。 

また、市内に点在する耕作地の一部を生産緑地法に基づく

生産緑地地区に指定し、その保全に取り組んでいますが、減少

傾向にあります。 

さらに、水路跡地を活用した緑道や水路散策路の整備、都市

公園の開設によって身近な緑の確保を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 植生図（第６回・第７回自然環境保全基礎調査結果） 

出典：1/25,000 植生図 GIS データ（環境省生物多様性センター）をもとに編集・加筆 

三箇地区の耕作地 

植生区分

シイ・カシ二次林 スギ・ヒノキ・サワラ植林 開放水域

アベマキ―コナラ群集 その他の植林 造成地

モチツツジ―アカマツ群集 竹林 市街地

ウラジオ―コシダ群落 芝地・牧草地 緑の多い住宅地

伐採跡地群落 路傍・空地雑草群落 公園・墓地等

畑雑草群落 工場地帯

ヨシクラス 水田雑草群落

○ヤブツバキクラス域代償植生 ○植林地・耕作地植生 ○市街地等

○河辺・湿原・沼沢地・砂丘植生
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図 1-5 保護樹木・樹林及び国定公園の位置 

 

２．自然災害 

（１）過去の災害の状況  

■風水害 

本市中・西部は、河内平野のなかでもっとも低い場所で、中小の河川や水路が数多く流れているこ

とから、古くから風水害の被害を受けやすい地域でした。明治 18 年（1885）の淀川洪水の際、市域

を含む河内平野の北部一帯が浸水し、諸福
もろふく

の勝
しょう

福寺
ふ く じ

五百
ごひゃく

羅漢像
らかんぞう

の一部が流失しました。 

また、昭和９年（1934）の室戸台風の際、強風により慈
じ

眼寺
げ ん じ

（野崎
の ざ き

観音
かんのん

）の本堂が破損するなどの

被害がありました。 

近年の豪雨災害で大規模なものに、昭和 47年 （1972）７月の豪雨が挙げられます。当時、台風の

影響で４日間の集中豪雨が発生し、寝屋川
ね や が わ

や恩
おん

智
ち

川
がわ

沿いの地区で水が堤防を乗り越え、広い範囲で

住宅が水に浸かりました。さらに電車が止まったり、道路が水に浸かったりするなどの被害を受け、

「大東水害」と呼ばれています。この豪雨水害の影響により、慈眼寺の書院が失われました。 

このほか、昭和 50 年 （1975）７月、平成 24 年 （2012）８月に、大雨による床上 ・床下浸水等の

被害が発生しています。また、昭和 57年（1982）８月に、北条
ほうじょう

で集中豪雨による土砂崩れが発生

し、建物が全壊する被害を受けています。 

近年は、平成 30 年（2018）の西日本豪雨の影響により飯盛
いいもり

城跡
じょうあと

で石垣の石材が落石し、同年の

台風 21 号の影響により堂山
どうやま

古墳群
こ ふ んぐ ん

で大規模な倒木が発生するなどの被害が発生しています。 
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図 1-6 過去の降雨による浸水域 

出典：土地履歴調査 GIS データ（国土地理院）をもとに編集・加筆 

■地震災害 

昭和時代以降、大阪府に影響を及ぼした地震は、東南海地震（昭和 19 年（1944）12 月７日発生、

M7.9）、南海地震 （昭和 21 年 （1946）12 月 21 日発生、M8.0）、兵庫県南部地震 （阪神 ・淡路大震災、

平成７年 （1995）１月 17日発生、M7.3）、大阪府北部を震源とする地震 （平成 30年 （2018）６月 18

日発生、M6.1）などがあります。 

大阪府北部を震源とする地震発生時に、本市の最大震度は５弱であり、建物の一部破損 25 棟、負

傷者 11 名の被害がありました。 

 

（２）今後発生する可能性のある災害 

■水害 

市内を流れる河川のうち、寝屋川と恩智川は、流域面積が大きく、洪水により経済上重大または相

当な損害を生じる恐れがあるため、大阪府が水防法に基づく洪水予報河川に指定しています。想定最

大規模の降雨 （1,000 年に一度以下の降雨）が発生した際に、寝屋川や恩智川、谷田川
た に たが わ

、鍋
なべ

田川
た が わ

等が多

地点で破堤し、住
すみの

道
どう

 地区や深野
ふ こ の

 地区を中心に大規模な浸水が発生する可能性が想定されています。 

このほか、野崎
の ざ き

新池
しんいけ

で大雨による決壊被害、本市東部で土砂災害等が発生する可能性が想定されてい

ます。 
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■地震災害 

大阪府による被害想定によると、市内に大きな被害を及ぼすと考えられる活断層による、地震の震

度想定は表 1-1 のとおりです。特に、 「上町断層帯地震 A」、「生駒断層帯地震」が発生した場合、建物

被害、人的被害ともに大きくなると想定されています。また、大阪府による被害想定で、南海トラフ

地震が発生した際の被害として、本市は最大震度６弱、死者数 21 名が想定されています。なお、津波

による被害は受けないとされています。 

 
表 1-1 本市における被害想定 

断層名 地震の規模 
建物被害 人的被害 

全壊棟数 半壊棟数 死者数 負傷者数 避難所生活者数 

上町断層帯地震 A M7.5～7.8 3,573 棟 5,366 棟 23 人 1,832 人 8,972 人 

生駒断層帯地震 M7.3～7.7 13,566 棟 8,512 棟 445 人 1,264 人 23,494 人 

有馬高槻断層帯地震 M7.3～7.7 286 棟 714 棟 0 人 202 人 1,022 人 

中央構造線断層帯地震 M7.7～8.1 38 棟 102 棟 0 人 28 人 144 人 

出典：大阪府における地震による被害想定 

 

３．社会的状況 

（１）市の沿革 

明治 22 年 （1889）４月１日の町村制施行に伴い、

北条
ほうじょう

 ・野崎
の ざ き

 ・寺川
てらかわ

 ・中垣内
な か がい と

 ・龍間
た つ ま

の５ヵ村と深野
ふ こ の

北
きた

 ・

深野
ふ こ の

 ・深野
ふ こ の

南
みなみ

 の３新田が合併し四条
しじょう

 村に、三箇
さ ん が

 ・

御供田
ご く で ん

 ・灰
はい

塚
づか

 の３ヵ村と尼
あま

 ヶ崎
さき

 ・横山・中村の３新

田が合併し住道
すみのどう

村に、御領
ごりょう

・氷野
ひ の

・赤井
あ か い

・太子
た し

田
でん

・

諸福
もろふく

 ・新田
しんでん

 の６ヵ村が合併し南郷
なんごう

 村になりました。

昭和 24 年 （1949）４月１日に、盾津
た て つ

町 （現東大阪市）

から川中新田の一部を住道町に編入しました。昭和

31 年（1956）に四条町・住道町・南郷村が合併し、

大東市が成立しました（図 1-7）。 

市名は、大阪市の東に隣接する衛星都市としての

飛躍的な発展を「光は東方より」のことわざに託し

ました。なお、市章は「大とう」の文字を図化した

もので、公募して定めたものです。 

なお、本市の市立小学校は、町村制施行と同時期

に発足した四条尋常小学校・住道尋常小学校・南郷

図 1-7 大東市の沿革 
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尋常小学校を源流としています。戦後の人口増加に伴い、新たな学校が次々に開校し、現在は 12の市

立小学校が所在し、地域の諸活動と小学校区が密接につながっています（図 1-9）。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-9 大東市の小学校区 

 
表 1-2 町村制施行以前の旧村と現在の小学校区の対応 

旧村 現在の小学校区 旧村 現在の小学校区 

北条村 北条小学校・四条北小学校 尼ヶ崎新田 三箇小学校 

野崎村 四条小学校 横山新田 住道北小学校 

寺川村 四条小学校 中村新田 灰塚小学校 

中垣内村 四条小学校・泉小学校 川中新田 住道南小学校 

龍間村 四条小学校 御領村 氷野小学校 

深野北新田 深野小学校・四条北小学校・三箇小学校 氷野村 氷野小学校・南郷小学校 

深野新田 深野小学校・四条小学校・住道北小学校・三箇小学校 赤井村 南郷小学校 

深野南新田 泉小学校・深野小学校・住道北小学校 太子田村 南郷小学校 

三箇村 三箇小学校・住道北小学校・住道南小学校 諸福村 諸福小学校 

御供田村 泉小学校 新田村 諸福小学校 

灰塚村 灰塚小学校   

 

図 1-8 旧村の位置 

大東市の市章 
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（２）人口 

国勢調査によると、３町村合併直前の昭和 30 年（1955）の人口は 30,118 人でしたが、平成 12 年

（2000）に 128,917 人となりピークを迎えています。その後は減少を続け、令和２年（2020）の人口

は 119,367 人です。なお、住民基本台帳によると、令和８年（2026）３月末時点の人口は、●●人で

す。 

一方、世帯数は増加の一途をたどり、令和２年 （2020）は 52,686 世帯です。１世帯当たりの人員は

昭和 30 年 （1955）の 5.0 人から、令和２年 （2020）に 2.3 人に半減しており、単身世帯や核家族世帯

が増加しています。 

国立社会保障・人口問題研究所によると、令和 32 年（2050）に 87,420 人程度まで減少すると推計

されており、昭和 45 年（1970）頃の水準に近づきます（図 1-10）。最新の推計が出れば差替 

図 1-10 人口と世帯数の推移 

注 ：昭和 30 年（1955）までは、住道町、四条町、南郷村の合計。 

出典：実績値は国勢調査（総務省、各年 10 月１日現在）、 

推計値は『日本の地域別将来推計人口（令和５年（2023 年）推計）』（国立社会保障・人口問題研究所） 

 

年齢区分別の人口割合を平成 12 年 （2000）と令和２年 （2020）で比較すると、年少人口 （14歳以下）

は 15.6％から 11.9％に、生産年齢人口 （15～64 歳）は 72.1％から 61.0％に減少する一方で、老年人

口（65 歳以上）は 12.3％から 27.1％に倍増しています（図 1-11）。 

小学校区別に人口増減の状況をみると、諸福で人口が微増していますが、その他の地区は人口が減

少しています。特に、本市東部の北条 ・四条 ・四条北や西部の灰塚で人口が大きく減少しています （表

1-3、図 1-12）。また、高齢化率が本市の平均（27.1％）を上回る地区は、住道南・四条・四条北・深

野・北条であり（表 1-3 赤字）、本市東部で高齢化が進行しています（表 1-3、図 1-13）。 
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図 1-11 年齢区分別人口の推移（年齢不詳を除く） 

出典：国勢調査（総務省、各年 10 月１日現在） 

表 1-3 小学校区別の人口増減・高齢化の状況 

校区名 
平成 22 年 

人口 
令和２年 
人口 

増減率 高齢化率 校区名 
平成 22 年 

人口 
令和２年 
人口 

増減率 高齢化率 

南郷 8,525 8,168 -4.2% 24.2% 氷野 9,806 9,246 -5.7% 23.9% 

住道北 7,644 7,185 -6.0% 25.9% 泉 10,052 9,748 -3.0% 25.7% 

住道南 10,442 10,337 -1.0% 29.3% 諸福 11,832 11,854 0.2% 22.1% 

四条 14,401 12,972 -9.9% 29.2% 灰塚 11,582 10,294 -11.1% 26.5% 

四条北 12,832 11,574 -9.8% 31.3% 三箇 8,037 7,902 -1.7% 24.0% 

深野 10,842 10,254 -5.4% 27.5%      

北条 11,539 9,833 -14.8% 33.5% 大東市 127,534 119,367 -6.4% 27.1% 

出典：国勢調査（総務省、各年 10 月１日現在） 

図 1-12 小学校区別の人口増減率  出典：国勢調査（総務省、各年 10 月１日現在） 

図 1-13 小学校区別の高齢化率  出典：国勢調査（総務省、各年 10 月１日現在） 
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（３）産業 
■産業大分類別の就業者数 

本市の産業大分類別の就業者数は、第３次産業 （68.6％）が最も多く、第２次産業 （28.5％）が続

き、第１次産業はわずかです（図 1-14）。 

図 1-14 産業大分類別の就業者数 

出典：国勢調査（総務省、各年 10 月１日現在） 

 

明治 28 年 （1895）に摂
せっ

河
か

紡績
ぼうせき

 （後の鐘紡
かねぼう

住道工場）が開業して以来、市域でさまざまな業種の工場

が操業してきました。現在も本市西部を中心に工場地帯が広がることから、全国平均と比べると第２

次産業の割合が高く、府内有数の工業都市として知られています。 

なお、第１次産業は、江戸時代に大規模な新田開発が行われ、米や木綿、菜種、レンコン等の特色あ

る農業が展開されてきましたが、工場進出や宅地化に伴い、耕作地は徐々に減少しています。 

 

 

■観光 

「大阪府観光統計調査」によると、令和５年（2023）の北河内地域(守口市、枚方市、寝屋川市、

大東市、門真市、四條畷市、交野市)の宿泊者数は 46 万 1,519 人で、大阪府全体 （5,070 万 1,480 人）

の１％です。なお、大東市市民意識調査によると、「歴史・観光資源や自然資源を活用した、市内外

から訪れたくなるような魅力あるまちだ」に対する肯定的意見 （とてもそう思う・ややそう思う）は

令和３年（2021）度の 14.8％から令和６年（2024）度の 19.4％に増加しています。 

  

図 1-15 「歴史・観光資源や自然資源を活用した、市内外から訪れたくなるような魅力あるまちだ」に対する回答 
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（４）土地利用・景観 

本市の土地利用は、市街地が 60.1％（一般市

街地、工場地等）、普通緑地が 8.7％（公園 ・緑

地、学校等）、山林が 18.7％です（図 1-16）。 

本市は中西部を市街化区域に、東部の生駒山

地と大阪府が設置した治水緑地である深
ふか

北
きた

緑地
りょくち

を市街化調整区域に指定し、市街化を抑制

しています。駅周辺は商業系地域、西北部や国

道 170 号沿いなどを工業地域、その他の地域を

住居系地域に指定しています。また、深野三丁

目地区と龍間地区は、地区の実情に合ったより

きめ細かい規制を行うため、地区計画を定めて

います（図 1-17）。 

本市は、令和２年（2020）に市全域を対象とした景観計画を定め、景観形成基準に従って大規模建

築物を中心に形態・意匠の規制誘導を図り、魅力的な景観を守り、育て、市民が愛着や誇りを感じる

ことのできる景観形成を推進しています。 

 

図 1-17 用途地域と地区計画の指定状況（令和６年（2024）現在） 

  

図 1-16 土地利用の現況 
出典：大東市統計書 
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（５）学校、文化・社会教育施設 

市内に、12 の市立小学校と私立小学校１校が所在しています。中学校は 10 校（市立８校、私立２

校）、高等学校は５校 （府立２校、私立３校）です。大学 ・短期大学は、四條畷学園大学、四條畷学園

短期大学、大阪産業大学、大阪産業大学短期大学の４校が所在しています（図 1-18）。 

文化施設は、市民会館、総合文化センター （文化ホール・公民館）、野崎まいり公園などがあり、市

民文化活動や地域コミュニティ活動、催事等の拠点として利用されています。 

社会教育施設は、中央図書館 （総合文化センター内）、西部図書館 ・まなび南郷 （来ぶらり南郷）、生

涯学習センター （アクロス）、文化情報センター （DIC21）、歴史とスポーツふれあいセンター・東部図

書館 （来ぶらり四条）、まなび北新、野外活動センター （キャンピィだいとう）などがあり、市民の生

涯学習やレクリエーション等の拠点として利用されています。 

 

 

図 1-18 学校、文化・社会教育施設、文化財関連施設の位置 
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（６）文化財関連施設 

文化財関連施設は、歴史民俗資料館、堂山
どうやま

古墳群
こ ふ んぐ ん

 史跡広場、大東市文化財調査事務所があります。

各施設の概要は下記のとおりです。 

 

■大東市立歴史民俗資料館（平成 24 年（2012）～） 

【所 在 地】大東市野崎 3-6-1 

【アクセス】JR 野崎駅から約 700ｍ 

【概 要】旧四条小学校の敷地に設置した複合施設 「歴史とスポー

ツふれあいセンター」内にある博物館類似施設です。常

設展示は 「大東市と水とのかかわり」をテーマに、考古

資料、歴史資料、民俗資料を中心に本市の歴史を紹介し、

廊下にハンズオンコーナーがあります。 

 

■大東市立堂山古墳群史跡広場（平成 24年（2012）～） 

【所 在 地】大東市寺川 4-675-1 

【アクセス】JR 野崎駅から約 1.5 ㎞ 

【概 要】昭和 44 年 （1969）に大阪府水道部大東浄水池の建設予定

地において、地元住民が埴輪
は に わ

や鉄
てっ

刀
とう

などを発見したこと

を契機に、大阪府教育委員会による発掘調査が行われ、

堂山１号墳から出土した甲 冑
かっちゅう

 や刀剣などが大阪府指定

文化財に指定されました。その後、地元住民の要望によ

り、本市は、平成 24 年 （2012）に１号墳から７号墳を史

跡に指定し、大阪広域水道企業団の協力を得て、史跡広

場を整備しました。 

 

■大東市文化財調査事務所（平成６年（1994）～） 

【所 在 地】大東市住道 1-5-18 

【アクセス】JR 住道駅から約 400ｍ 

【概 要】発掘調査で出土した資料の整理と保存 ・管理を行い、土

器洗浄などの体験事業も不定期で行っています。 

 

  

堂山古墳群史跡広場 

大東市文化財調査事務所 

歴史民俗資料館 
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（７）交通 

市内を運行する鉄道は、京橋駅と木津駅を結ぶ JR学研都市線 （片町線）が南西部から北部に向けて

通り、南から住道駅、野崎駅、四条畷駅の３駅があります。本市の中心駅である住道駅から大阪市内

中心部の京橋駅・北新地駅まで 10～15 分でアクセスでき、三ノ宮駅（神戸市）・京都駅・奈良駅へは

いずれも１時間程度でアクセスできます。 

市内を走行する路線バスは、民間事業者 （近鉄バス、京阪バス）が運行するバスと、民営バスを補完

する大東市コミュニティバス等があります。 

図 1-19 市内の鉄道路線とバス路線（令和６年（2024）２月現在） 

参考：大東市おでかけ公共交通マップ 令和６年２月発行第３版 

民間事業者が運行するバスは、住道駅と四条畷駅を起点として、運行しています。 

大東市コミュニティバスは、市民交通の利便性向上を図るため、生活道路を路線バス感覚で利用で

きるものとして運営し、JR 住道駅を起点として、南新田コース、三箇コース、西部コースの３コース

で運行しています。また、JR 住道駅の主に南側において、買い物などの暮らしを支える交通手段とし

て大東市南部地域コミュニティバスが朋来
ほうらい

コースと中垣内コースの２コースで運行しています。 

急な坂道が多い東部地域においては、乗合タクシーが北条コース、野崎・寺川コース、中垣内コー

スの３コースで運行しています（図 1-19）。 

 

大東市コミュニティバス 大東市南部地域コミュニティバス 大東市東部地域乗合タクシー 
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さらに、本市は、民間事業者と協定を締結し、令和５年

（2023）度からシェアサイクルの実証実験を行い、交通利便

性の向上をめざしています。令和７年（2025）10 月時点で、

市内 22 ヵ所にサイクルポートを設置しています。 

市内を通る幹線道路は、南北方向に高槻市と泉佐野市を結

ぶ国道 170 号（大阪外環状線）が、東西方向に大阪市と奈良県生駒市を結ぶ大阪府道大阪生駒線（阪

奈道路）があります。また、西端に近畿自動車道が通り、国道１号（第二京阪道路）と門真 JCT で連

結しています（図 1-20）。 

このような道路網の整備により、大阪市、神戸市、京都市、奈良市等の周辺都市部に容易にアクセ

スすることができます。 

図 1-20 市内の主な道路 

  

シェアサイクルのサイクルポート 
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４．歴史的背景 

大阪府の北東部に位置する本市は、原始 ・古代から現在に至るまでさまざまな地形の変化を経てきま

したが、人々は環境の変化に対応しながら暮らしを営んできました。本市の歩みは次の年表に示すとお

りです。 

時代 大東市の動き 日本の動き 

旧石器 BC18C 
BC7C 

◇古大阪平野の時代 
◇古河内平野の時代 

BC30C 岩宿遺跡（群馬県） 

縄文 BC4C ◇河内湾の時代 BC4C 三内丸山遺跡 

弥生 AD１C ◇河内湖の時代 
◇中垣内遺跡等が成立 

57 倭の奴国が後漢に使者を送る 
 

古墳  
AD５～７C 

 
◇堂山古墳群の造営 

AD4～6C 
 

538 

百舌鳥古墳群（堺市）・古市古墳群（羽曳野
市・藤井寺井）の造営 
仏教が伝わる 

飛鳥   643 飛鳥京遷都 

奈良  ◇条里制が敷かれる 710 平城京遷都 

平安 831 
 
 

927 
 

河内国の赤江御厨（赤井付近）の供
御を停止 
◇東高野街道の整備 
『延喜式』成立、須波麻神社が記載 
◇清少納言『枕草子』に勿入渕につ
いて記す 

794 
894 

 
 
 

1185 

平安京遷都 
遣唐使の廃止 
 
 
◇摂関政治の全盛 
平家が滅亡 

鎌倉   
◇西国から東大寺復興のための瓦
などが運ばれる中継地となる 

1192 
 

1274 

源頼朝が鎌倉幕府を開く 
 
蒙古襲来 

室町 1348 
 
 
 

1560 
1564 

 

四條畷の戦い 
 
◇浄土真宗が河内に進出 
 
三好長慶が飯盛城を居城とする 
三好長慶がキリスト教の布教を許可 

1338 
 

1467 
 

1549 
 

1573 

足利尊氏が室町幕府を開く 
 
応仁の乱 
 
ザビエル、キリスト教を伝える 
 
織田信長が将軍足利義昭を京都から追放 

安 土 ・
桃山 

 
1583 

 
河内国が秀吉の蔵入地となる 

１５８２ 
1585 

本能寺の変 
豊臣秀吉が関白に任官する 

江戸  
 

1704 
1705 
1721 

 
 

1830 

◇大坂城再築工事に伴い、生駒山中
から石材を供出 

大和川の付替え 
深野池の新田開発がはじまる 
近松門左衛門『女殺油地獄』に野崎
参りの情景が描かれる 
◇平野屋新田会所の設置 
「おかげ参り」と「おかげ踊り」が流行 

1603 
1615 

 
1716 

 
 
 

１８５３ 
1867 

徳川家康が江戸幕府を開く 
大坂夏の陣で豊臣家が滅亡 
 
享保の改革 
 
 
 
ペリー来航 
大政奉還 

明治 1889 
 

1895 

町村制施行 住道村・南郷村・四条村
誕生 
浪速鉄道 片町～四條畷間開通 

1868 
 

1894 
1904 

明治維新 
 
日清戦争 
日露戦争 

大正   1914 
1923 

第一次世界大戦 
関東大震災 

昭和 １９３７ 
1952 
1956 
1958 

1972・75 
1987 

住道村が住道町となる 
四条村が四条町となる 
大東市制施行 
阪奈道路が開通 
昭和 47・50 年豪雨災害 
歴史民俗資料館開館 

1945 
1946 

 
1970 

 
 

第二次世界大戦終結 
日本国憲法公布 
 
大阪万博開催 
  

平成  
2012 

 
歴史とスポーツふれあいセンター開
館（歴史民俗資料館移転） 

１９９５ 
2011 

阪神・淡路大震災 
東日本大震災 

令和 2021 飯盛城跡の国史跡指定 2020 
2024 
2025 

新型コロナウィルスの感染拡大 
能登半島地震 
大阪・関西万博開催 
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（１）旧石器・縄文・弥生時代 

今から約 23,000 年前の旧石器時代は、年平均気温が今より約

7℃低く、海面が低かったため、日本列島は大陸とつながってお

り、大阪湾も陸地となっていました。当時、人々は石器や動物の

骨や角から作られた骨角器を用い、狩猟採集を行っていました。

市域で旧石器時代の遺跡は見つかっていませんが、中垣内
な か がい と

遺跡で

狩猟のために棒の先に取り付けて使われた約 20,000 年前のナイ

フ形石器が見つかっています。 

約 12,000 年前の縄文時代初期に、温暖化に伴い海水面が上昇

しはじめました。約 5,500 年前の縄文時代後期に海水面がさらに

上昇し、生駒山地のすそ野まで河内
か わ ち

湾
わん

といわれる海が広がりまし

た。当時、人々は土器を使いはじめ、狩猟採集を行いながら集落

に定住して生活するようになりました。市域では、河内湾の東岸

にあった北新町
きたしんまち

 遺跡や鍋田
な べ た

川
がわ

 遺跡で集落の存在を示す縄文土器

が見つかっています。 

約 2,000 年前の弥生時代後期に、川から運ばれた土砂の堆積に

より、河内湾は規模を縮小し、河内
か わ ち

湖
こ

へと変化していきました。

当時、水稲
すいとう

耕作
こうさく

が普及し、農耕文化が日本列島の各地で根付いて

いき、河内湖周辺の中垣内遺跡や北条
ほうじょう

西
にし

遺跡、鍋田川遺跡などで

集落が営まれるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河内湖の時代（約 2,000 年前：弥生時代） 河内湾の時代（約 5,500 年前：縄文時代後期） 

ナイフ形石器（中垣内遺跡出土） 

鍬（中垣内遺跡出土） 

弥生時代集落跡（中垣内遺跡） 
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（２）古墳時代 

古墳時代の最盛期であった４世紀後半から５世

紀後半にかけて、現在の大阪府南部でヤマト王権の

大王らの墓とされる百舌鳥
も ず

 ・古市
ふるいち

古墳群などの大型

の古墳が築かれ、生駒山麓一帯にも多くの古墳が築

かれました。 

本市の代表的な古墳は、８基の古墳からなる堂山
どうやま

古墳群です。このうち堂山１号墳は５世紀前半に築

かれた円墳で、ヤマト王権から与えられたと考えら

れる鉄製の刀剣や太刀
た ち

、勾玉
まがたま

、短甲
たんこう

、冑
かぶと

などの副葬

品が出土していることから、被葬者は河内湖周辺地

域をおさめた有力者であったと評価されています。 

当時、河内湖の東岸に多数の集落が存在しました。

市域では、北新町遺跡で竪穴

住居や大型倉庫の跡が検出

されているほか、渡来
と ら い

系
けい

集団

の影響を示す初期
し ょ き

須恵器
す え き

や

韓
かん

式
しき

系
けい

土器
ど き

なども出土して

います。 

 

（３）飛鳥・奈良・平安時代 

飛鳥時代から奈良時代にかけて、仏教の伝来と受容に

ともない、河内国に 66 カ所の寺院があったことが

『続日本
しょくにほん

紀
ぎ

』に記録されています。堂山古墳群の麓の小

字 「瓦堂
かわらどう

」（現在の寺川４丁目付近）に、七堂
しちどう

伽藍
が ら ん

を備

えた紫雲山
し う んざ ん

蓮光
れんこう

寺
じ

が建立されたと伝わり、付近で多数の

瓦が出土していることから、市域に仏教が根付きはじめ

ていたことを示しています。 

奈良時代に、平城京を中心とした中央集権的な政治体

制が整い、市域は河内国の茨田
ま む た

郡
ぐん

 と讃
ささ

良
ら

郡
ぐん

 に属しまし

た。当時の河内平野の土地は、耕作地を碁盤の目状に区

画する条里制
じょうりせい

が敷かれ、国家により管理されました。 

河内平野の条里（奈良時代） 

 

 

古墳時代の大阪平野（約 1500 年前） 

堂山１号墳（５世紀前半） 古墳時代の倉庫跡（北新町遺跡） 
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条里制の名残として、「北条」、 「四条」といった地名が現在も継承され

ています。 

奈良時代後半から平安時代に、開墾地の私有化が進み、皇族 ・貴族

や社寺などが支配する荘園
しょうえん

が拡大していきました。８世紀後半に、中

垣内付近に西
さい

大寺領
だいじりょう

渚
すは

濱
まの

荘
しょう

が置かれました。また、『類聚
るいじゅう

国史
こ く し

』に、

天長８年 （831）に朝廷の供
く

御領
ごりょう

であった 「堤外赤江」と 「堤内赤江」

を停止したとの記事が見えますが、この 「赤江」は現在の氷野
ひ の

 ・赤井
あ か い

付近と考えられています。 

当時、河内湖は大きな池になっており、平安時代中期に清少納言
せいしょうなごん

が

執筆した随筆 『枕
まくら

草子
のそうし

』に 「勿入
ないりその

渕
ふち

」（入ってはいけない渕）の名で

登場します。平安時代後期に、勿入渕に沿って南北に走る東高野
ひがしこうや

街道

が整備され、市域東部は交通の要衝となりました。街道付近の中垣内

に鎮座する須波
す は

麻
ま

神社は、延長５年 （927）にまとめられた 『延喜式
え ん ぎし き

』

の巻九（神 名 帳
じんみょうちょう

）に登場します。 

 

（４）鎌倉・南北朝・室町時代 

鎌倉時代に幕府による武家政権が成立しました。建長４年（1252）

に記された河内の在地土豪
ど ご う

水走
みずはい

 氏の財産目録に、「氷野
ひ の

河
かわ

 」や「広見
ひ ろ み

池
いけ

」などの市域の地名が記されています。広見池は勿入渕の別名で、

池の周辺にあった北新町遺跡や御領
ごりょう

遺跡で、椀や箸など当時の人々の

生活用品が出土しています。また、北新町遺跡で、12 世紀末の東大寺

再建工事のために備前
び ぜ ん

国
のくに

万
まん

富
とみ

 （岡山市）で焼かれた瓦も出土していま

す。 

南北朝時代に、朝廷が京都に

拠点を置く北朝と吉野に拠点を

置く南朝に分裂し、南北両朝の

擁立を名目に武士や貴族が抗争

を繰り返しました。正平３年

（1348）に、東高野街道付近にお

いて北朝の高師直
こうのもろなお

 軍と南朝の

楠木
くすのき

正行
まさつら

 軍が、四條畷の戦いを

交えました。戦いの舞台となっ

た北条付近に、「古戦
こ せ ん

田
だ

」や 「ハ 中世の大東市域 

勿入渕跡 

現在の東高野街道の町並み 

片口鉢・箸・しゃもじ 
（北新町・御領遺跡出土） 
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ラキリ」などの古地名が残っています。 

室町時代後期に、応仁の乱を契機とした管領
かんれい

家の畠山
はたけやま

氏一族の

内紛が勃発し、三箇
さ ん が

 や野崎
の ざ き

 が戦場となりました。この頃に浄土
じょうど

真宗
しんしゅう

が河内に広まり、永正年間 （1504～21）に本願寺
ほ ん がん じ

から三箇の

道場と野崎の専応寺
せ ん のう じ

に阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

絵像
え ぞ う

が下付されました。また、

龍間
た つ ま

や御領で、15 世紀後半から 17 世紀前半にかけて、先祖供養

や逆修
ぎゃくしゅ

（生前供養）のために多数の石仏が建立されました。 

16 世紀中期に、阿波
あ わ

 （徳島県）出身の武将である三好
み よ し

長慶
ながよし

が畿

内全土に支配領域を広げ、天文 22 年 （1553）に将軍足利
あしかが

義
よし

輝
てる

を京

都から追放して政治の実権を握りました。長慶は、永禄３年

（1560）に飯盛
いいもり

城
じょう

を居城とし、市域が三好
み よ し

政権
せいけん

の政治 ・軍事の拠

点となりました。 

長慶は、この時期に急速に広まったキリスト教を保護し、多く

の家臣が洗礼を受けました。なかでも三箇
さ ん が

城主であった三箇頼
より

照
てる

は教会を建設するなど熱心な布教活動を行いました。 

 

 

 

 

三好氏勢力図 

三好長慶像（大徳寺聚光院蔵） 

楠木正行像（飯盛山頂） 

三箇城址碑 

一石十三仏板碑（龍間地区） 
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（５）安土桃山・江戸時代 

安土桃山時代に、三好政権に代わって織田
お だ

信長
のぶなが

が

勢力を拡大しました。信長の死後、天正 11年 （1583）

に、河内国が羽柴
は し ば

秀
ひで

吉
よし

の蔵入地
く ら いり ち

 （直轄領）となりま

した。 

江戸時代に、市域に 21 の村落が成立し、野崎 ・寺

川 ・中垣内は大和郡山
やまとこおりやま

藩領となり、龍間 ・北条 ・灰
はい

塚
づか

は大和郡山藩領及び旗本領、その他の 15 カ村は

幕府直轄領となりました。 

江戸時代前期の元和年間 （1615～24）に、徳川幕

府による大坂城再築工事にともない、龍間・北条・

野崎 ・寺川
てらかわ

 ・中垣内の山中で多くの石材が切り出さ

れました。 

江戸時代中期まで、市域の中央部に勿入渕の名残

として深野
ふ こ の

池
いけ

 が広がっていましたが、宝永元年

（1704）に深野池に流入していた大和川が付け替え

られ、池や川であった場所は新田に生まれ変わりま

した。深野池の新田開発は、東本願寺難波
な ん ば

御堂
み ど う

や大

坂の豪商によって進められ、享保年間（1716～36）

に、深野
ふ こ の

南新田
みなみしんでん

 と河内屋
か わ ち や

南新田
みなみしんでん

 を管理するため

平野屋
ひ ら の や

新田
しんでん

会所
かいしょ

が置かれました。新田開発後は、米

の他に、綿花や菜種などの商品作物も生産されるよ

うになり、木綿や菜種油などの産品が出荷されまし

た。 

新田開発に伴い、新田と周辺の村々に多数の井
い

路
じ

（水路）が整備され、「三枚板
さ ん まい だ

」と呼ばれる農業用の

田
た

舟
ぶね

が主要な交通・運搬手段となりました。また、

大坂まで水上交通が発達し、大坂と奈良を結ぶ

古堤
ふるづつみ

 街道が整備されて陸上交通も発達しました。

寝屋川と恩智川が合流し、古堤街道が通る角堂
すみのどう

 （住

道）浜付近は多くの人や物資が交わる拠点として賑わいました。 

交通の発達にともない、18 世紀に大坂などから慈
じ

眼寺
げ ん じ

 （野崎
の ざ き

観音
かんのん

）に詣でる 「野崎参り」が広ま

り、19 世紀に伊勢神宮に集団で詣でる「おかげ参り」が流行しました。 

大和川付替え図 

解体前の平野屋新田会所 

池跡・川跡にできた新田・会所 

「三枚板」と呼ばれる田舟 
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（６）明治・大正・昭和時代（戦前） 

明治 22 年（1889）に施行された町村制に

より、市域に住道
すみのどう

村、南郷
なんごう

村、四条
しじょう

村の３ヵ

カ村が成立しました。 

明治 28 年 （1895）、片町
かたまち

と四條畷
しじょうなわて

間を走行

する浪速
な に わ

鉄道
てつどう

 （後の片町線）が開通し、四條

畷神社 （四條畷市）や宝
ほう

山寺
ざ ん じ

 （奈良県生駒市）

への参詣者が増加するとともに、鉄道を利用

した工業製品の輸送も行われるようになりました。  

19 世紀末から、住道駅付近で鐘紡
かねぼう

住道工場などの近代的な工

場が操業しました。明治・大正時代は、中垣内や車谷
くるまだに

（龍間）

で水車動力を活用した薬種や調味料の製造、龍間で天然氷製造

や石材業、諸福
もろふく

で田舟や踏車
ふみぐるま

の製作が行われるなど、在来産業

もさかんでした。第２次世界大戦末期に、松下
まつした

飛行機
ひ こ う き

住道工場や

松下
まつした

無線
む せ ん

四条工場などの軍需工場も稼働しました。 

 
（７）昭和時代（戦後）から現代 

昭和 31 年 （1956）に、住道町、四条町、南郷村が合併し、大東

市が誕生しました。 

昭和 33 年 （1958）に大阪と奈良を結ぶ阪奈道路が開通し、陸上

交通はさらに発展しました。高度経済成長期に、三洋
さんよう

電機
で ん き

住道工場など多数の工場が進出するとと

もに、住宅地の開発も進み、昭和 47 年（1972）に人口が 10万人を超す都市に発展しました。 

こうしたなか、もともと標高の低い寝屋川下流域で井戸水のくみ上げにより地盤沈下が進行し、

昭和 47 年（1972）の豪雨で多くの住宅が床上浸水の被害を受け、河川管理者の責任を問う「大東
だいとう

水害
すいがい

訴訟
そしょう

」が提起されました。この水害を契機に、寝屋川
ね や が わ

や恩
おん

智
ち

川
がわ

等の大規模な治水対策が大阪府

によって実施されるとともに、住道駅前再開発工事も進められ、本市は成熟した都市へと発展しま

した。 

 

 

 

 

 

昭和 47 年（1972）７月豪雨（大東水害） 現在の住道駅 阪奈道路（昭和 35 年（1960）頃） 

町村制施行前の市域 

南郷村 

住道村 

四条村 

片町線（昭和 40 年代） 

鐘紡住道工場 
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第２章 文化財の概要 
 

１．指定等の状況 

令和８年 （2026）３月現在の指定等文化財は 42 件です （表 2-4）。類型別にみると、工芸品が 15 件、

彫刻と考古資料が６件で、美術工芸品が多いことが特徴です。 

小学校区別にみると、北条小学校区に８件、四条小学校区に 15件、三箇小学校区に２件、諸福小学

校区に１件、氷野小学校区に２件、泉小学校区に２件あります（表 2-11）。また、四条小学校区の歴

史民俗資料館に所蔵もしくは寄託されている文化財が 12 件あります（表 2-４）。 

このほか、文化財の保存技術で国の選定保存技術保持者が１名います。 

 

表 2-4 大東市の指定等文化財（令和８年３月現在） 

区分 

国 大阪府 大東市 

合計 
指定 
選定 

選択 登録 
指定 
選定 

登録 
記録 
選択 

指定 
選定 

登録 
記録 
選択 

有
形
文
化
財 

建造物 0  1 0 0 
 

2 1 
 

4 

美
術
工
芸
品 

絵画 0  0 0 0 
 

2 0 
 

2 

彫刻 0  0 0 0 
 

6 0 
 

6 

工芸品 14  0 1 0 
 

0 0 
 

15 

書跡・典籍 0  0 0 0 
 

1 0 
 

1 

古文書 0  0 0 0 
 

3 0 
 

3 

考古資料 0  0 0 0 
 

6 0 
 

6 

歴史資料 0  0 0 0 
 

0 0 
 

0 

無形文化財 0 0 0 0 0 
 

0 0 
 

0 

民
俗 

文
化
財 

有形の民俗文化財 0  0 0 0 
 

1 1 
 

2 

無形の民俗文化財 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

記
念
物 

遺跡 1  0 0 0 
 

2 0 
 

3 

名勝地 0  0 0 0 
 

0 0 
 

0 

動物・植物・地質鉱物 0  0 0 0 
 

0 0 
 

0 

文化的景観 0     
 

  
 

0 

伝統的建造物群 0     
 

  
 

0 

合計 15 0 1 1 0 0 23 2 0 42 

保存技術 1   0   0  
 

1 

※ 網掛・斜線部は、制度が存在しないものを示す  
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表 2-5-1 国指定等文化財一覧（令和８年３月現在） 

No. 種別 指定年月日 名称 員数 所有者(管理者) 小学校区 

１ 

有形 

文化財
（国宝） 

美術工芸品
工芸品 

昭和28.3.31 
薙刀 

銘一備州吉岡住左近将監紀助光
／元応二年<庚申>十一月日 

１ 個人 北条 

２ 

有形 

文化財
（国宝） 

美術工芸品
工芸品 

昭和6.1.19 

短刀 

銘：高市□住金吾藤貞吉／□享
二二年甲子十月十八日(名物桑山
保昌)  

１ 個人 北条 

3 

有形 

文化財
（重文） 

美術工芸品
工芸品 

昭和25.8.29 
太刀 

銘：国光 
１ 個人 北条 

4 

有形 

文化財
（重文） 

美術工芸品
工芸品 

昭和27.3.29 
刀 

無銘：伝義弘（名物村雲江） 
１ 個人 北条 

5 

有形 

文化財
（重文） 

美術工芸品
工芸品 

昭和28.11.14 
猿喉捕月図鐔 

銘：山城国伏見住金家 
１ 個人 四条 

6 

有形 

文化財 

（重文） 

美術工芸品
工芸品 

昭和33.2.8 
睡布袋図ニ所物 

小柄銘：宗珉（花押） 
１ 個人 北条 

7 

有形 

文化財 

（重文） 

美術工芸品
工芸品 

昭和13.7.4 

追加指定 

昭和27.03.29 

太刀 

銘：包永 
１ 個人 四条 

8 

有形 

文化財
（重文） 

美術工芸品
工芸品 

昭和17.6.26 
剣 

銘：国吉 
１ 個人 四条 

9 

有形 

文化財
（重文） 

美術工芸品
工芸品 

昭和28.11.14 
太刀 

銘：国安 
１ 個人 四条 

10 

有形 

文化財
（重文） 

美術工芸品
工芸品 

昭和30.2.2 
太刀 

銘：景安 
１ 個人 四条 

11 

有形 

文化財
（重文） 

美術工芸品
工芸品 

昭和30.2.2 

脇差 

銘：日州古屋住国広作 

／天正十四年八月日 

１ 個人 北条 

12 

有形 

文化財
（重文） 

美術工芸品
工芸品 

昭和30.2.2 

太刀 

銘：日州古屋之住国広山伏之時
造之 天正十二年二月彼岸､ 

太刀主日向国住飯田新七 

    良藤原祐安 

１ 個人 北条 

13 

有形 

文化財
（重文） 

美術工芸品
工芸品 

昭和36.6.30 
太刀 

銘：正恒(備中) 
１ 個人 四条 

14 
有形

（重文） 
美術工芸品

工芸品 
昭和37.6.21 

太刀 

銘：助綱 
１ 個人 四条 

15 記念物 遺跡 令和3.10.11 飯盛城跡 １ 
大東市、個人、法
人 

北条 

 

表 2-5-2 国選定保存技術一覧（令和８年３月現在） 

No. 種別 指定年月日 名称 員数 所有者(管理者) 小学校区 

1 
保存 

技術 
選定保存技
術保持者 

令和6.10.9 
鈴鹿五郎 

（美術工芸品保存桐箱製作） 
1 個人 氷野 
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表 2-6 大阪府指定文化財一覧（令和８年３月現在） 

No. 種別 指定年月日 名称 員数 所有者(管理者) 小学校区 

1 
有形 

文化財 
美術工芸品

工芸品 
昭和56.6.1 

菅原神社 短刀 銘：綱広 

附：寄進状(1 通) 
１ 菅原神社 三箇 

 

表 2-7 大東市指定文化財一覧（令和８年３月現在）（1/2） 

No. 種別 指定年月日 名称 員数 
所有者 

(管理者) 
小学校区 

１ 
有形 

文化財 
建造物 昭和58.7.19 諸福天満宮本殿 １ 諸福天満宮 諸福 

２ 
有形 

文化財 
建造物 昭和58.7.19 石造九重層塔 １ 慈眼寺 四条 

３ 
有形 

文化財 
美術工芸品

絵画 
平成28.2.17 

正覺寺  

絹本着色阿弥陀如来絵像 
１ 正覺寺 三箇 

４ 
有形 

文化財 
美術工芸品

絵画 
平成28.2.17 

専応寺  

絹本着色阿弥陀如来絵像 
１ 専応寺 四条 

５ 
有形 

文化財 
美術工芸品

彫刻 
令和1.9.19 専応寺 聖徳太子立像 １ 専応寺 四条 

６ 
有形 

文化財 
美術工芸品

彫刻 
昭和58.7.19 

石造地蔵菩薩立像 

（延徳銘地蔵） 
１ 龍光寺 四条 

７ 
有形 

文化財 
美術工芸品

彫刻 
昭和58.7.19 

石造地蔵菩薩立像 

（永禄銘地蔵） 
１ 御領自治会 氷野 

８ 
有形 

文化財 
美術工芸品

彫刻 
昭和58.7.19 一石二段六地蔵板碑 １ 龍間自治会 四条 

９ 
有形 

文化財 
美術工芸品

彫刻 
昭和58.7.19 一石十三仏板碑 １ 称迎寺 四条 

10 
有形 

文化財 
美術工芸品

彫刻 
平成30.1.23 慈眼寺 十一面観音立像 １ 慈眼寺 四条 

11 
有形 

文化財 

美術工芸品 

古文書 
平成28.10.18 平野屋新田会所文書 １ 大東市 

四条 

（歴史民俗資
料館） 

12 
有形 

文化財 

美術工芸品 

古文書 
令和2.4.16 

深野新田周辺川堤絵図 

（平野屋新田会所旧蔵） 
１ 大東市 

四条 

（歴史民俗資
料館） 

13 
有形 

文化財 

美術工芸品 

書籍・典籍 
令和4.3.31 飯盛千句 第十百韻 写本 １ 大東市 

四条 

（歴史民俗資
料館） 

14 
有形 

文化財 

美術工芸品 

古文書 
令和4.9.8 三好長慶書状 １ 大東市 

四条 

（歴史民俗資
料館） 

15 
有形 

文化財 

美術工芸品 

考古資料 
昭和58.7.19 弥生式大型短頸壺型土器 １ 大東市 

四条 

（歴史民俗資
料館） 

16 
有形 

文化財 

美術工芸品 

考古資料 
平成3.4.1 北新町遺跡出土戸口装置 １ 大東市 

四条 

（歴史民俗資
料館） 

17 
有形 

文化財 

美術工芸品 

考古資料 
平成22.3.26 

北新町遺跡出土東大寺刻印 

平瓦 
１ 大東市 

四条 

（歴史民俗資
料館） 

18 
有形 

文化財 

美術工芸品 

考古資料 
平成22.3.26 北新町遺跡出土翡翠製勾玉 １ 大東市 

四条 

（歴史民俗資
料館） 
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表 2-7 大東市指定文化財一覧（令和８年３月現在）（2/2） 

No. 種別 指定年月日 名称 員数 
所有者 

(管理者) 
小学校区 

19 
有形 

文化財 

美術工芸品 

考古資料 
平成22.3.26 北新町遺跡出土花枝双鳥文鏡 １ 大東市 

四条 

（歴史民俗資
料館） 

20 
有形 

文化財 

美術工芸品 

考古資料 
平成26.3.26 北新町遺跡出土人面墨書土器 ２ 大東市 

四条 

（歴史民俗資
料館） 

21 
民俗 

文化財 
有形の民俗
文化財 

平成27.3.24 龍間の石工道具 一式 大東市 
四条 

（歴史民俗資
料館） 

22 記念物 遺跡 平成24.3.14 堂山古墳群 １ 大東市 四条 

23 記念物 遺跡 

平成31.3.25 

令和5.3.9 

（追加指定） 

平野屋新田会所 千石蔵跡・ 

道具蔵跡・船着場跡・周濠跡 
１ 大東市 泉 

 

表 2-8 国登録文化財一覧（令和８年３月現在） 

No. 種別 指定年月日 名称 員数 所有者(管理者) 小学校区 

1 
有形 

文化財 
建造物 平成27.8.1 本家住宅主屋 １ 個人 氷野 

 

表 2-9 市登録文化財一覧（令和８年３月現在） 

No. 種別 指定年月日 名称 員数 所有者(管理者) 小学校区 

１ 
有形 

文化財 
建造物 令和6.4.12 坐摩神社本殿 １ 坐摩神社 泉 

２ 
民俗 

文化財 
有形の民俗

文化財 
令和6.4.12 坐摩神社奉納資料 一括 坐摩神社 

四条 

（歴史民俗資料
館に寄託） 

 

 

図 2-1 指定等文化財の位置図（個人所有の文化財を除く） 
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２．未指定文化財の状況 

これまでの把握調査等により、令和７年（2025）11 月までに把握した未指定文化財の総数は 1,372

件です。（表 2-10） 

表 2-10 これまでに把握した未指定文化財（令和７年 11 月現在） 

類型 件数 

有形文化財 

建造物 173 

美術工芸品 

絵画 63 

彫刻 65 

工芸品 34 

書跡・典籍 13 

古文書 15 

歴史資料 44 

考古資料 23 

無形文化財 0 

民俗文化財 

有形の民俗文化財 78 

無形の民俗文化財 35 

記念物 

遺跡 10 

名勝地 6 

動物・植物・地質鉱物 29 

文化的景観 3 

伝統的建造物群 2 

埋蔵文化財 56 

民間伝承 63 

古地名 660 

合計 1,372 

（現在件数を整理中） 
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３．大東市の文化財の概要 

（１）有形文化財 

①建造物 

市指定は、２件あります。 

石造
せきぞう

九重層塔
くじゅうそうとう

は、基礎に 「永仁二年 （1294）四月八日」とあり、

74 文字が刻まれた北河内最古の層塔です。 

諸福
もろふく

天満
てんまん

宮本
ぐうほん

殿
でん

は、檜皮葺
ひ わ だぶ き

の一間社流造
いっけんしゃながれづくり

で、寛永 20 年 （1643）

に建立された、市内に現存する最古の社寺建築です。 

国登録は、辻
つじ

本
もと

家
け

住宅
じゅうたく

主屋
しゅおく

の１件です。江戸時代後期の天保５

年 （1834）に建てられたもので、庄屋屋敷にふさわしい格式を有し

た建物です。 

市登録は、坐摩
ざ ま

神社本
じんじゃほん

殿
でん

の１件です。江戸時代後期の建築と推定

され、市内で近世まで遡ることができる現存唯一の平野屋
ひ ら の や

新田
しんでん

会所
かいしょ

関連建物です。 

未指定は 134 件把握しています。江戸時代末期に平野屋新田会

所周辺に整備された樋門
ひ も ん

 や、昭和４年（1929）に建築された

学校法人四條畷
がっこうほうじんしじょうなわて

学園
がくえん

本館
ほんかん

、昭和 14年 （1939）に大阪生駒線に架橋

された龍
りゅう

望
ぼう

橋
ばし

と四條
しじょう

橋
ばし

、各地に分布する段蔵
だんぐら

などがあります。 

 

②美術工芸品 

■絵画 

市指定は、室町時代後期に本願寺
ほ ん がん じ

 から下付された正覺寺
しょうがくじ

絹本
けんぽん

着 色
ちゃくしょく

阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

絵像
え ぞ う

 と専応寺
せ ん のう じ

絹本
けんぽん

着 色
ちゃくしょく

阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

絵像
え ぞ う

 の２件

です。いずれも市域における浄土真宗の伝播
で ん ぱ

 について知ることの

できる資料です。 

未指定は、63 件把握しており、慈
じ

眼寺
げ ん じ

や専応
せんのう

寺
じ

の歴代住職を描

いた肖像画や、平野屋新田会所の杉戸
す ぎ と

絵
え

などがあります。 

■彫刻 

市指定は、６件あります。 

慈
じ

眼寺
げ ん じ

十一面
じゅういちめん

観音
かんのん

立像
りゅうぞう

 は、野崎
の ざ き

観音
かんのん

 （慈眼寺）の秘仏
ひ ぶ つ

本尊
ほんぞん

 で、

制作時期は平安時代中期と評価されています。 

正覺寺絹本着色阿弥陀如来絵像 

本家住宅主屋 

諸福天満宮本殿 

坐摩神社本殿 
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専応寺
せ ん のう じ

聖徳太子
しょうとくたいし

立像
りゅうぞう

は、専応寺の太子堂
た い しど う

に安置された聖徳太子

の孝養像
きょうようぞう

で、制作時期は室町時代と評価されています。 

石造
せきぞう

地蔵
じ ぞ う

菩薩
ぼ さ つ

立像
りゅうぞう

 （延徳
えんとく

銘
めい

地蔵
じ ぞ う

 ）、石造
せきぞう

地蔵
じ ぞ う

菩薩
ぼ さ つ

立像
りゅうぞう

 （永
えい

禄
ろく

銘
めい

地蔵
じ ぞ う

）、一石
いっせき

二段
に だ ん

六地蔵
ろ く じぞ う

板碑
い た び

、一石
いっせき

十三仏
じゅうさんぶつ

板碑
い た び

は、室町時代後期か

ら江戸時代初期に、先祖供養や逆修
ぎゃくしゅ

（生前供養）のために制作さ

れた石仏です。 

未指定は、58 件把握しており、各地の寺院等に伝わる仏像や石

仏などがあります。 

■工芸品 

国指定は、個人所蔵の刀剣類が 12件あり、大阪府指定は、三箇
さ ん が

菅原
すがわら

神社
じんじゃ

所蔵の短刀があります。 

未指定は、32件把握しており、各地の寺院の梵鐘
ぼんしょう

などがありま

す。 

■書跡・典籍 

市指定は、飯盛
いいもり

千句
せ ん く

第 十 百
だいじゅうひゃく

韻
いん

写本
しゃほん

の１件です。永禄４年 （1561）

に三好
み よ し

長慶
ながよし

が飯盛
いいもり

城
じょう

で催した連歌会 「飯盛千句」の第十百韻を能
のう

書家
し ょ か

が書き写した最古の写本です。 

未指定は、13件把握しており、専応寺の六
ろく

字
じ

名号
みょうごう

や野崎観音 （慈

眼寺）の交割牒
こうかつちょう

など、各地の寺院に伝わる書跡 ・典籍があります。 

■古文書 

市指定は、３件あります。 

三好
み よ し

長慶
ながよし

書状
しょじょう

は、永禄３年 （1560）に三好長慶が公家の権
ごんの

少輔
し ょ う

（中沢
なかざわ

清
きよ

種
たね

）という人物に差し出した書状で、長慶が飯盛城に入

城した過程を知ることのできる史料です。 

平野屋
ひ ら の や

新田
しんでん

会所
かいしょ

文書
もんじょ

は、平野屋新田会所において継承されてき

た古文書群で、深野
ふ こ の

池
いけ

の新田開発の経緯や、平野屋新田会所の役

割、新田に暮らした人々の営みなどを伝える史料です。 

深野
ふ こ の

新田
しんでん

周辺
しゅうへん

川堤
かわつつみ

絵図
え ず

は、平野屋新田会所において継承されて

きた絵図で、深野池の新田開発直後の様子が克明に描かれていま

す。 

未指定は、14 件把握しており、各地の寺院や庄屋家などに伝わ

る古文書があります。 
深野池新田周辺川堤絵図 

慈眼寺十一面観音立像 

三好長慶書状 

飯盛千句第十百韻写本（部分） 

平野屋新田会所文書 

石造地蔵菩薩立像（永禄銘地蔵） 
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■考古資料 

市指定は、６件あります。 

弥生
や よ い

式大型短頸
しきおおがたたんけい

壺型
つぼかた

土器
ど き

は、昭和 33 年 （1958）に野崎観音 （慈

眼寺）の裏山で造成工事中に発見された遺物で、弥生時代後期 （３

世紀）に製作されたものです。 

また、翡翠製
ひ す いせ い

勾玉
まがたま

 ・戸口
と ぐ ち

装置
そ う ち

 ・人面
じんめん

墨書
ぼくしょ

土器
ど き

 ・花
か

枝
し

双鳥
そうちょう

文
もん

鏡
きょう

 ・

東大寺
と う だい じ

刻印
こくいん

平
ひら

瓦
がわら

は昭和 62年 （1987）の大阪府営北新町
きたしんまち

住宅建替工

事の際に出土したものです。 

翡翠製勾玉は、弥生時代に製作された勾玉で、膨らみを持たせた

頭部、背部、体部に線刻があり、緒締形
お じ めが た

勾玉とも呼ばれています。 

戸口装置は、５世紀中期から後期の井筒
い づ つ

 に転用されていたもの

で、古墳時代の戸口構造を復元できる国内最古の実物資料です。 

人面墨書土器は奈良時代の河川跡から出土した遺物で、体部
た い ぶ

に顔

や手足が描かれています。 

花枝双鳥文鏡は平安時代後期の鏡で、鏡
きょう

背
はい

に植物と鳥類が対称

的に描かれており、なんらかの祭祀に使用されたと考えられてい

ます。 

東大寺刻印平瓦は、鎌倉時代前期の東大寺再建の際に備前
び ぜ ん

国
のくに

万
まん

富
とみ

 （岡山市）で製作された瓦で凹面
おうめん

に 「東大寺」の刻印があります。 

未指定は、40 件把握しており、各地の遺跡で出土した遺物のほ

か、各地に分布する大坂城築城残
おおさかじょうちくじょうざん

石
せき

などがあります。 

■歴史資料 

市内に、指定、登録されている歴史資料はありません。 

未指定は、40 件把握しており、江戸時代末期に建立された角
すみ

ノ堂
の ど う

銘
めい

碑
ひ

 や明治時代中期に建立された農民
のうみん

感謝
かんしゃ

碑
ひ

 などの石碑や、市制

施行以前の住道
すみのどう

村、南郷
なんごう

村、四条
しじょう

村に関する近代文書、川村
かわむら

義肢
ぎ し

株式会社が所蔵する義肢
ぎ し

装具
そ う ぐ

歴史資料などがあります。 

 

（２）無形文化財 

市内に、指定 ・登録されている無形文化財ならびに記録選択の無

形文化財はありません。 

 未指定は、把握できていません。 

北新町遺跡出土翡翠製勾玉 

北新町遺跡出土戸口装置 

弥生式大型短頸壺型土器 

角ノ堂銘碑 
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（３）民俗文化財 

■有形の民俗文化財 

市指定は、龍間
た つ ま

の石工
い し く

道具
ど う ぐ

の１件です。大正時代から昭和 20 年

代まで石工が使用していた採石道具や加工道具 ・運搬道具 ・鍛冶道

具が含まれており、近代における龍間地域の歴史や生業の特徴を

伝える資料です。 

市登録は、坐摩
ざ ま

神社
じんじゃ

奉納
ほうのう

資料
しりょう

の１件です。深野
ふ こ の

南新田
みなみしんでん

の住民が

寄進した灯籠や平野屋新田会所所有者の髙
たか

松
まつ

 氏が奉納した絵馬な

どが含まれており、江戸時代から明治時代における新田住民や会

所所有者の信仰の有り様を知ることのできる資料です。 

未指定は、77 件把握しており、江戸時代後期に流行した伊勢神

宮への集団参拝 「おかげ参り」を記念して建立されたおかげ灯籠や、

旧街道沿いに建てられた道標、北條
ほうじょう

神社付近にある山
やま

神石
がみいし

、各地

の神社に伝わる絵馬などの奉納資料や地車
じぐるま

 （だんじり）などの祭礼

用具があります。 

■無形の民俗文化財 

市内に、指定 ・登録されているものならびに記録選択の無形の民

俗文化財はありません。 

未指定は、31 件把握しており、毎年５月に行われる「のざきま

いり」や毎年 10月に各地で行われる地車曳
えい

行
こう

や、御領
ごりょう

菅原
すがわら

神社
じんじゃ

と

須
す

波
は

麻
ま

神社
じんじゃ

 （中垣内
な か がい と

）の俄
にわ

芝居
かしばい

、素戔嗚
す さ の お

神社
じんじゃ

 （灰
はい

塚
づか

）と諸福天満宮

の宮入
みやいり

提灯
ちょうちん

行列
ぎょうれつ

、北條神社の立
たて

提灯
ちょうちん

奉納
ほうのう

など、各地域の特徴的な

祭礼行事があります。 

 

（４）記念物 

■遺跡 

国指定は、飯盛
いいもり

城跡
じょうあと

の１件です。本市と四條畷市にまたがる飯

盛山に築かれた室町時代後期の山城の跡で、京都と五
ご

畿内
き な い

 を統治

した三好
み よ し

政権
せいけん

の政治 ・軍事の拠点でした。城の全域で石垣が多用さ

れており、曲
くる

輪
わ

や、土塁
ど る い

、堀切
ほりきり

などの遺構が良好に残っています。 

市指定は、２件あります。 

 

飯盛城跡 

龍間の石工道具（ふいご） 

御領菅原神社の俄芝居 

坐摩神社奉納資料（灯籠） 

素戔嗚神社の宮入提灯行列 
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堂山
どうやま

古墳群
こ ふ んぐ ん

は、生駒山地の丘陵部に築かれた古墳群で、５世紀前

期に築造された１号墳と、６世紀末期から７世紀中期に築造され

た２号墳 ・３号墳 ・４号墳 ・５号墳 ・６号墳 ・７号墳の遺構が現地

に保存されています。 

平野屋
ひ ら の や

新田
しんでん

会所
かいしょ

千石蔵
せんごくぐら

跡
あと

・道具蔵
ど う ぐく ら

跡
あと

・船着場
ふ な つき ば

跡
あと

・周
しゅう

濠
ごう

跡
あと

は、江

戸時代中期に深野
ふ こ の

南新田
みなみしんでん

 と河内屋
か わ ち や

南新田
みなみしんでん

 の管理施設として設置

された会所屋敷の跡地です。千石蔵 （米蔵）と道具蔵の基礎、船着

場の階段、北側の周濠の遺構が現地に保存されています。 

未指定は、６件把握しており、東高野
ひがしこうや

街道、古堤
ふるづつみ

街道、河内
か わ ち

街

道などの旧街道や、四條畷の合戦にまつわる古戦
こ せ ん

田
だ

 伝承地やハラ

キリ伝承地があります。 

■名勝地 

市内に指定・登録されている名勝地はありません。 

未指定は、野崎観音、須波
す は

麻
ま

神社、飯盛山中腹にある観察
かんさつ

の森
もり

、

大阪府が設置した治水緑地である深
ふか

北緑地
きたりょくち

 、恩
おん

智
ち

川
がわ

御供田
ご く で ん

地区
ち く

調整
ちょうせい

池
いけ

の５件を把握しています。 

■動物、植物、地質鉱物 

市内に指定 ・登録されている動物、植物、地質鉱物はありません。 

未指定は、29 件把握しており、専応寺のイチョウなど 28 本が

「大東市環境の保全等の推進に関する条例」に基づく保護樹木に、

大谷
おおたに

神社のクロガネモチを主とした樹林 1 カ所が同条例に基づく

保護樹林に選定されています。 

 

（５）文化的景観 

市内に選定された文化的景観はありません。未選定は、３件把握

しており、銭屋
ぜ に や

川
かわ

、新堀
しんぼり

川
がわ

、御領
ごりょう

せせらぎ水路周辺の景観がありま

す。 

 

（６）伝統的建造物群 

市内に選定された伝統的建造物群保存地区はありません。 

未選定は、御領地区と灰塚地区の伝統的建造物群の２件を把握し

ています。 
灰塚地区の伝統的建造物群 

平野屋新田会所跡 

御領せせらぎ水路 

堂山古墳群史跡広場 

深北緑地 

大谷神社の保護樹林 
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（７）埋蔵文化財 

未指定の埋蔵文化財は 56件把握しており、弥生時代の集落跡や

古墳時代の古墳群、江戸時代前期の石切場
い し きり ば

跡
あと

など、各時代の遺跡を

周知の埋蔵文化財包蔵地に登録しています。 

 

（８）文化財の保存技術 

文化財の保存技術で国の選定保存技術保持者に、御領地区で美

術工芸品保存桐箱を製作している鈴鹿五郎
す ず か ご ろ う

が選定されています。 

 

（９）民間伝承 

民間伝承は、63 件把握しており、御領の 「豆
まめ

狸
だぬき

」、御供田
ご く で ん

の 「小豆
あ ず き

洗
あら

い」、野崎の 「とめやん狸」、龍間の 「竜伝説」などの民話や、祭

礼行事で披露される河内音頭、江州
ごうしゅう

音頭、伊勢音頭などの歌謡が

あります。 

 

（10）古地名 

古地名は、53 件把握しており、かつて小字
こ あ ざ

や垣内
か い と

、枝
えだ

郷
ごう

などの

名称として用いられていた大箇
だ い か

、江ノ口
え の く ち

、西之口
に し のく ち

 （いずれも三箇）、

下野
し も の

 （三
み

住
すみ

町
ちょう

付近）、押廻
おしまわし

 （栄和町
えいわちょう

）、経寺
きょうじ

 （龍間
た つ ま

）などがありま

す。 

 

４．小学校区別の分布状況 

本市が所蔵する文化財と所有者から寄託された文化財は、四条小学校区内の大東市立歴史民俗資

料館で保管しています。その他の文化財の各小学校区における分布状況は以下のとおりです。 

■北条小学校区 

飯盛山に室町時代後期の山城跡である飯盛
いいもり

城跡
じょうあと

（国指定）があり、山麓に古墳時代の宮谷
みやだに

古墳群
こ ふ んぐ ん

、

江戸時代前期の大坂城再築の際の北条
ほうじょう

石切場
い し きり ば

跡
あと

などの遺跡があります。北條
ほうじょう

神社、教
きょう

照寺
しょうじ

、瑞
ずい

玄寺
げ ん じ

、

十
じゅう

念寺
ね ん じ

などの社寺のほか、昭和時代前期に建築された学校法人四條畷学園本館があります。北之
き た の

町
ちょう

、東之
ひがしの

町
ちょう

、中之町
なかのちょう

、四条之
し じ ょう の

町
ちょう

、辻之
つ じ の

町
ちょう

の地車が曳行されています。 

 

 

北条石切場跡 

鈴鹿五郎 

江州音頭の唄い手 
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■四条小学校区 

弥生時代の集落跡である中垣内
な か がい と

遺跡、５世紀から７世紀に築かれた堂山
どうやま

古墳群
こ ふ んぐ ん

（市指定）、江戸時

代前期の大坂城再築の際の龍間
た つ ま

石切場
い し きり ば

跡
あと

などの遺跡があります。須波
す は

麻
ま

神社、野崎観音（慈
じ

眼寺
げ ん じ

）、

専応寺
せ ん のう じ

など創建年代の古い社寺があり、石仏や仏像などの指定等文化財が集中している地域です。

野崎第一、野崎第二、寺川
てらかわ

、中垣内、龍間の地車が曳行されています。 

■四条北小学校区 

大阪府営北新町
きたしんまち

住宅付近で、弥生時代から鎌倉時代にかけての複合遺跡である北新町遺跡が見つ

かっており、各時代の重要な考古資料が出土しています。室町時代の開基
か い き

と伝わる本妙寺
ほんみょうじ

がありま

す。神社はなく、地車は曳行されていません。 

■深野小学校区 

江戸時代中期に深野
ふ こ の

池
いけ

が新田開発された後に創建された深野
ふ こ の

北菅原
きたすがわら

神社と深野の両皇
りょうこう

大
たい

神社が

あります。また、河内街道や野崎
の ざ き

観音
かんのん

道
みち

の道標があり、深
ふか

北緑地
きたりょくち

に徳川大坂城再築時に切り出され

たといわれている残
ざん

石
せき

があります。深野北の地車が曳行されています。 

■泉小学校区 

坐摩神社、御供田
ご く で ん

八幡
はちまん

神社、安楽寺
あ ん らく じ

などの社寺があります。平野屋
ひ ら の や

新田
しんでん

会所
かいしょ

跡
あと

（市指定）や江戸

時代後期につくられた樋門
ひ も ん

など、深野池の新田開発に関連する文化財が多くあります。御供田の古

堤街道付近に古民家が建ち並んでいます。平野屋、南新田
みなみしんでん

、御供田の地車が曳行されています。 

■三箇小学校区 

室町時代後期に三箇
さ ん が

城
じょう

やキリスト教の教会があったとの記録が残りますが、三箇遺跡でこれまでこの

時期の遺構等は見つかっていません。三箇
さ ん が

菅原
すがわら

神社、勝
しょう

福寺
ふ く じ

、大長寺
だ い ち ょ う じ

、善
ぜん

遠寺
お ん じ

、正覺寺
し ょ う が く じ

などの社寺があ

り、正覺寺に室町時代後期に本願寺から下付された阿弥陀
あ み だ

如来
に ょ ら い

絵像
え ぞ う

（市指定）が伝わっています。旧三箇

村の江
え

ノ
の

口
く ち

北
きた

、江
え

ノ
の

口
く ち

南
みなみ

、西之口
に し の く ち

、大箇
だ い か

の地車が曳行されています。 

■住道北小学校区 

赤井
あ か い

北野
き た の

神社、泉
せん

勝寺
し ょ う じ

、本伝寺
ほ ん で ん じ

などの社寺があります。JR住道駅付近は寝屋川舟運
しゅううん

の拠点として発展

した地域で、大坂と奈良を結ぶ古堤
ふるづつみ

街道と枚方と八尾を結ぶ河内街道も通っていました。北部の谷川
たにがわ

と

深
ふこ

野南町
のみなみまち

は、かつて平野屋新田会所が管理していた深野
ふ こ の

南新田
みなみしんでん

でした。赤井、谷川、旧三箇村の下野
し も の

（三
み

住
すみ

町
ちょう

、浜町
はままち

２丁目）の地車が曳行されています。 

■住道南小学校区 

三箇村の押廻
おしまわし

という集落があった栄和町
え いわ ちょ う

に、善
ぜん

念寺
ね ん じ

や江戸時代後期に建立されたおかげ灯籠がありま

す。住道駅南側で、昭和 50 年（1975）まで鐘紡
かねぼう

住道工場が操業しており、新町
しんまち

に工場の門柱が残ってい

ます。押廻、大野
お お の

の地車が曳行されています。 



第２章 文化財の概要 

41 

■灰塚小学校区 

灰
はい

塚
づか

に、素戔嗚
す さ の お

神社や常宗寺
じょうしゅうじ

、江戸時代後期に建立されたおかげ灯籠などがあり、古民家が多く建ち

並んでいます。三洋町
さんようちょう

付近は、戦時中に松下飛行機住道工場が置かれ、戦後は三洋
さ ん よ う

電機
で ん き

住道工場が操

業していた地域です。灰塚、朋来
ほうらい

の地車と、北灰
きたはい

塚
づか

の神輿が曳行されています。 

■氷野小学校区 

氷野
ひ の

北野
き た の

神社、御領
ご り ょ う

菅原
すがわら

神社、 龗
おかみ

神社、本念寺
ほ ん ね ん じ

、西福寺
さ い ふ く じ

などの社寺や室町時代後期に建立された石造
せきぞう

地蔵
じ ぞ う

菩薩
ぼ さ つ

立像
りゅうぞう

（市指定）があります。御領せせらぎ水路周辺に段蔵
だんぐら

や辻
つじ

本家
も と け

住宅
じゅうたく

主屋
し ゅ お く

（国登録）などの古民

家が建ち並ぶ文化的な景観が残っています。御領地区に本社がある川村
かわむら

義肢
ぎ し

株式会社の歴史展示室に義

肢装具の歴史を伝える資料が所蔵されています。氷野、御領の地車が曳行されています。 

■南郷小学校区 

太子
た し

田
でん

大
だい

神社、明福寺
み ょ う ふ く じ

、聖徳太子堂
し ょ う と く た い し ど う

などの社寺があります。太子田の地名は当地の聖徳太子信仰にま

つわるといわれており、聖徳太子堂に聖徳太子
し ょ う と く た い し

立像
りゅうぞう

が安置されています。明福寺付近には、江戸時代後

期、寝屋川に通じる水路に建設された樋門
ひ も ん

の石材や記念碑があります。太子田の地車が曳行されていま

す。 

■諸福小学校区 

諸福
も ろ ふ く

天満宮
てん まん ぐう

、新田山
しんでんさん

王宮
の う ぐ う

、勝
しょう

福寺
ふ く じ

、乗
じょう

得寺
と く じ

、欣
ごん

浄寺
じ ょ う じ

、本教寺
ほ ん き ょ う じ

などの社寺があり、諸福
も ろ ふ く

天満
てんまん

宮本
ぐうほん

殿
でん

（市指

定）は市内に残る最古の社寺建築です。諸福の古堤街道沿いに道標や江戸時代後期に建立されたおか

げ灯籠があります。東諸福、西諸福、新田の地車が曳行されています。  
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表 2-11 小学校区別の主な文化財（1/3） 

小学校区 指定等 種別 文化財名称 

北条 

国指定 記念物（遺跡） 飯盛城跡 

未指定 有形文化財（建造物） 北條神社本殿 

未指定 有形文化財（建造物） 学校法人四條畷学園本館 

未指定 有形文化財（建造物） 四條畷駅ホーム跡 

未指定 記念物（遺跡） 北条石切場跡 

未指定 民俗文化財（有形の民俗文化財） 山神石 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 北條神社秋祭りと地車曳行 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 北條神社の立提灯奉納 

未指定 記念物（遺跡） 古戦田伝承地 

未指定 記念物（遺跡） ハラキリ伝承地 

未指定 記念物（名勝地） 観察の森 

未指定 埋蔵文化財 北条石切場跡 

四条 

市指定 有形文化財（建造物） 石造九重層塔 

市指定 有形文化財（美術工芸品（絵画）） 専応寺絹本着色阿弥陀如来絵像 

市指定 有形文化財（美術工芸品（彫刻）） 慈眼寺十一面観音立像 

市指定 有形文化財（美術工芸品（彫刻）） 専応寺聖徳太子立像 

市指定 有形文化財（美術工芸品（彫刻）） 石造地蔵菩薩立像（延徳銘地蔵） 

市指定 有形文化財（美術工芸品（彫刻）） 一石二段六地蔵板板碑 

市指定 有形文化財（美術工芸品（彫刻）） 一石十三仏板碑 

市指定 記念物（遺跡） 堂山古墳群 

未指定 有形文化財（美術工芸品（工芸品）） 慈眼寺梵鐘 

未指定 有形文化財（建造物） 専応寺太子堂 

未指定 有形文化財（建造物） メノコ橋の欄干 

未指定 有形文化財（建造物） 須波麻神社本殿 

未指定 有形文化財（美術工芸品（歴史資料）） 四條村忠魂碑 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） のざきまいり 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 中垣内の大とんど 

未指定 埋蔵文化財 中垣内遺跡 

未指定 埋蔵文化財 龍間石切場跡 

未指定 民間伝承 とめやん狸の民話 

未指定 民間伝承 龍伝説 

四条北 
未指定 有形文化財（建造物） 本妙寺鐘楼 

未指定 埋蔵文化財 北新町遺跡 

深野 

未指定 有形文化財（建造物） 深野北菅原神社本殿 

未指定 有形文化財（建造物） 両皇大神社本殿 

未指定 有形文化財（美術工芸品（考古資料）） 深北緑地の大坂城築城残石 

未指定 民俗文化財（有形の民俗文化財） 河内街道道標 

未指定 民俗文化財（有形の民俗文化財） 野崎観音道の道標 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 深野北菅原神社秋祭りと地車曳行 
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表 2-11 小学校区別の主な文化財（2/3） 

小学校区 指定等 種別 文化財名称 

泉 

市指定 記念物（遺跡） 
平野屋新田会所千石蔵跡・道具蔵跡・船着場跡・ 

周濠跡 

市登録 有形文化財（建造物） 坐摩神社本殿 

未指定 有形文化財（建造物） 三反物の樋 

未指定 有形文化財（建造物） どんばの伏越樋 

未指定 有形文化財（建造物） 満島用水樋 

未指定 有形文化財（建造物） 御供田 2 丁目の段蔵 

未指定 有形文化財（美術工芸品（歴史資料）） 角ノ堂銘碑 

未指定 有形文化財（美術工芸品（歴史資料）） 農民感謝碑 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 髙松家歌碑 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 坐摩神社秋祭りと地車曳行 

未指定 民俗文化財（有形の民俗文化財） 「又」の境界石 

未選定 文化的景観 銭屋川周辺の景観 

未指定 民間伝承 小豆洗いの民話 

三箇 

市指定 有形文化財（美術工芸品（絵画）） 正覺寺絹本着色阿弥陀如来絵像 

未指定 有形文化財（美術工芸品（彫刻）） 毛受地蔵 

未指定 有形文化財（美術工芸品（歴史資料）） 三箇城址碑 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 三箇菅原神社秋祭りと地車曳行 

未指定 埋蔵文化財 三箇遺跡 

住道北 

未指定 有形文化財（建造物） かみなり樋門 

未指定 有形文化財（建造物） 谷川２丁目の樋門 

未指定 有形文化財（建造物） 龍望橋 

未指定 有形文化財（建造物） 四條橋 

未指定 有形文化財（建造物） 住道新橋 

未指定 有形文化財（美術工芸品（絵画）） 泉勝寺絹本着色阿弥陀如来絵像 

未指定 有形文化財（美術工芸品（絵画）） 深野池絵図壁画（住道駅） 

未指定 有形文化財（美術工芸品（彫刻）） 大阪の女像（大東市立市民会館） 

未指定 民俗文化財（有形の民俗文化財） おかげ灯籠（本伝寺） 

未指定 民俗文化財（有形の民俗文化財） 古堤街道道標 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 赤井北野神社秋祭りと地車曳行 

住道南 

未指定 有形文化財（建造物） 善念寺本堂 

未指定 有形文化財（建造物） 鐘紡住道工場の門柱 

未指定 有形文化財（美術工芸品（歴史資料）） 栄和町公民館建設記念碑 

未指定 有形の民俗文化財 おかげ燈籠（善念寺前） 

灰塚 

未指定 有形文化財（建造物） 素戔嗚神社本殿 

未指定 有形文化財（建造物） 常宗寺本堂 

未指定 民俗文化財（有形の民俗文化財） おかげ灯籠 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 素戔嗚神社秋祭りと地車曳行 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 素戔嗚神社の宮入提灯行列 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 素戔嗚神社の餅まき 
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表 2-11 小学校区別の主な文化財（3/3） 

小学校区 指定等 種別 文化財名称 

氷野 

市指定 有形文化財（美術工芸品（彫刻）） 石造地蔵菩薩立像（永禄銘地蔵） 

国登録 有形文化財（建造物） 辻本家住宅主屋 

未指定 有形文化財（建造物） 氷野北野神社本殿 

未指定 有形文化財（建造物） 御領菅原神社本殿 

未指定 有形文化財（建造物） 御領せせらぎ水路沿いの段蔵 

未指定 美術工芸品（歴史資料） 排水路記念碑 

未指定 有形文化財（美術工芸品（歴史資料）） 義肢装具資料 

未指定 民俗文化財（有形の民俗文化財） おかげ灯籠（龗神社） 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 氷野北野神社秋祭りと地車曳行 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 御領菅原神社秋祭りと地車曳行 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 御領菅原神社の俄芝居 

未選定 文化的景観 御領せせらぎ水路周辺の景観 

未選定 伝統的建造物群 御領地区の伝統的建造物群 

未指定 埋蔵文化財 御領遺跡 

未指定 民間伝承 豆狸の民話 

南郷 

未指定 有形文化財（建造物） 聖徳太子堂 

未指定 有形文化財（美術工芸品（彫刻）） 聖徳太子立像 

未指定 有形文化財（美術工芸品（歴史資料）） 樋門建設記念碑 

未指定 有形文化財（美術工芸品（歴史資料）） 太子田大神社秋祭りと地車曳行 

未指定 有形文化財（美術工芸品（歴史資料）） 元南郷中学校地跡記念碑 

諸福 

市指定 有形文化財（建造物） 諸福天満宮本殿 

未指定 有形文化財（建造物） 新田山王宮本殿 

未指定 有形文化財（建造物） 諸福 3 丁目の段蔵 

未指定 有形文化財（美術工芸品（彫刻）） 勝福寺五百羅漢像 

未指定 有形文化財（美術工芸品（歴史資料）） 勿入渕址碑 

未指定 民俗文化財（有形の民俗文化財） おかげ灯籠（古堤街道沿い） 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 諸福天満宮秋祭りと地車曳行 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 諸福天満宮の宮入提灯行列 

未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財） 新田山王宮秋祭りと地車曳行 

未指定 埋蔵文化財 西諸福遺跡 
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第３章 歴史文化の特徴 
 

「歴史文化」とは、地域に固有の風土の下、先人によって生み出され、育まれ、時には変容しながら

現代まで伝えられてきた知恵 ・経験 ・活動等の成果及びそれが存在する環境を総体的に把握した概念で

す。 

第１章及び第２章でまとめた本市の概要や歴史的背景、文化財の概要を踏まえると、本市の歴史文化

は、以下の５つのテーマに整理することができます。 

 

図 3-1 大東市の歴史文化 

  



第３章 歴史文化の特徴 

46 

１．水と共生しながら営まれた歴史文化 

本市には、多数の河川や水路が流れており、古くから人々が水と共生しながら生活してきました。 

市域における人々の生活は、弥生時代後期に河内
か わ ち

湖岸
こ が ん

で集落が営まれたことにはじまります。その

後、清少納言
せいしょうなごん

が随筆『枕
まくら

草紙
そ う し

』で「勿入
ないりそ

渕
のふち

」と紹介したように、平安時代に河内湖は縮小して池へ

と変化します。室町時代には、深野
ふ こ の

池
いけ

の中にあった三箇
さ ん が

で集落が営まれ、三箇城主の三箇頼
より

照
てる

がイエ

ズス会の宣教師を深野池で獲
と

れた魚介類でもてなしたとの記録が残っています。江戸時代中期に大和

川が付替えられ、深野池で新田開発が行われると、新田と周辺の村々に井
い

路
じ

 （水路）が整備され、

「三枚板
さ ん まい だ

」と呼ばれる農業用の田
た

舟
ぶね

が主要な交通 ・運搬手段となりました。また、井路の水量を調節

するための樋門
ひ も ん

が設けられ、井路の周辺に貴重品を洪水から守るために段蔵
だんぐら

が建てられました。市内

の水郷風景は、高度経済成長期の都市開発や、昭和 47 ・50 年 （1972 ・75）の豪雨水害を契機に行われ

た寝屋川
ね や が わ

 ・恩
おん

智
ち

川
がわ

の護岸改修等によってほとんど見られなくなりましたが、一部の地域ではせせらぎ

水路などの親水空間が整備されました。 

現在も残る、平野屋
ひ ら の や

新田
しんでん

会所
かいしょ

船着場
ふ な つき ば

跡
あと

や、平野屋新田会所跡周辺の樋門、御領
ごりょう

せせらぎ水路沿いの

段蔵などは、水と共生しながら営まれた歴史文化を物語っています。 

  

平野屋新田会所船着場跡 

三箇城址碑 

御領せせらぎ水路沿いの段蔵 

住道新橋 かみなり樋門 勿入渕址碑 
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２．交通・軍事の要衝として発展した歴史文化 

大阪・京都・奈良に近接する市域は、古くから交通・軍事の要衝として発展してきました。 

古墳時代に生駒山地の丘陵部に築かれた堂山
どうやま

１号
  ごう

墳
ふん

は、多くの船が行きかう河内
か わ ち

湖
こ

周辺地域をおさ

めた有力者の墓と考えられています。平安時代に、河内平野を縦断する東
ひがし

高野
こ う や

街道
かいどう

が整備され、鎌倉

時代前期には、広見
ひ ろ み

池
いけ

の東岸にあった北新町
きたしんまち

遺跡が西国からの物資受入の地として機能しました。つ

づく南北朝時代に、東高野街道沿いの北条
ほうじょう

・野崎
の ざ き

付近で南朝方の楠木
くすのき

正行
まさつら

と北朝方の高師直
こうのもろなお

による

四條畷
しじょうなわて

の戦いが行われ、室町時代後期には、飯盛
いいもり

城
じょう

が天下人三好
み よ し

長慶
ながよし

の居城となり、三好政権の政

治 ・軍事の拠点となりました。江戸時代中期には、大坂と河内の村々を結ぶ寝屋川
ね や が わ

の舟運
しゅううん

と大坂と奈

良を結ぶ古堤
ふるつつみ

街道
かいどう

の陸運
りくうん

が盛んとなり、角堂
すみのどう

（住道）付近は多くの人や物資が交わる拠点として賑

わいました。 

今日の本市の繁栄は、交通・軍事の要衝として発展してきた歴史文化の上に成り立っています。 

堂山１号墳 北新町遺跡出土東大寺刻印瓦飯盛城跡 

東高野街道道標 古堤街道の町並み 河内街道の町並み 
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３．産業と技術を育んだ歴史文化 

市域では、古くからさまざまな産業やものづくりの技術が発達し、大阪など他地域に良質な産品を

送り出してきました。 

江戸時代前期に、徳川幕府による大坂城再築
さいちく

普請
ふ し ん

のため、飯盛 ・生駒山中から切り出された良質な

石材が深野
ふ こ の

池
いけ

を経由して運ばれました。江戸時代中期には、市域の村々で米の他に綿花や菜種などの

商品作物も生産され、木綿や菜種油などの産品が各地へ出荷されました。つづく江戸時代後期には、

諸福
もろふく

の船大工が農業用の田
た

舟
ぶね

や踏
ふみ

車
ぐるま

を製作しはじめ、一大生産地となりました。明治 ・大正時代にな

ると、生駒山麓で水車動力を活用した薬種や調味料、白粉
おしろい

などの製造が盛んとなり、龍間
た つ ま

で石材の採

石 ・加工や天然氷の製造なども行われました。また、明治時代後期以降、鐘紡
かねぼう

住道工場をはじめとす

る近代的な工場が操業し、第２次世界大戦時に、松下
まつした

飛行機
ひ こ う き

住道工場や松下
まつした

無線
む せ ん

四条工場などの軍需

工場も稼働しました。戦後は、三洋
さんよう

電機
で ん き

住道工場がテレビなどを製造する主力工場となりました。 

今日、本市は、家電製品を製造する会社や、ネジやバネなどの機械部品を加工する会社など、多く

の工場が所在する 「ものづくりのまち」として知られており、古くから様々な産業や技術を育んでき

た歴史文化が息づいています。  

龍間の石工道具（テッポウノミ） 天然氷記念灯籠（龍間神社） 

諸福で製作された踏車 

龍間石切場跡 

鐘紡住道工場の門柱 
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４．参詣者が往来した歴史文化 

市域では、古くから社寺に参詣する人々が多く往来しました。 

江戸時代中期に、野崎
の ざ き

観音
かんのん

 （慈
じ

眼寺
げ ん じ

 ）の秘仏本尊十一面
じゅういちめん

観音
かんのん

立像
りゅうぞう

 の特別開帳を契機に、大坂など

から野崎観音へ参詣する野崎参りが盛んとなり、野崎参りの様子は、近松門
ちかまつもん

左
ざ

衛門
え も ん

「女 殺 油
おんなごろしあぶら

地獄
のじごく

」

や近松半
ちかまつはん

二
じ

 「新版歌
しんぱんうた

祭文
ざいもん

」などの浄瑠璃
じ ょ うる り

作品でも紹介されました。つづく江戸時代後期には、市域の

村々から伊勢
い せ

神宮
じんぐう

へ集団で参詣するおかげ参りや、参詣の際に派手な衣装などを身に付けて乱舞する

おかげ踊りが流行しました。明治時代に浪速
な に わ

鉄道 （後の片町
かたまち

線）が開通すると、四條畷
しじょうなわて

駅で下車して

四條畷神社へ参詣する人や、住道駅で下車して宝
ほう

山寺
ざ ん じ

（生駒
い こ ま

聖天
しょうてん

）へ参詣する人が増加しました。 

現在も、毎年５月１日から８日まで行われる 「のざきまいり」に多くの人が参詣に訪れ、野崎観音

の参道に多くの露店が並ぶ風景は本市を代表する春の風物詩です。また、野崎観音や宝山寺などへの

道筋を示した道標や、おかげ参りを記念して建てられたおかげ灯籠などは、参詣者が往来した歴史文

化を今に伝えています。 

  

中垣内越えの道標 のざきまいり 

観音浜の碑 おかげ灯籠（灰塚） 
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５．集落の信仰と祭礼が根付いた歴史文化 

本市では、古くからの集落のまとまりが今日まで受け継がれており、歴史的な社寺や祭礼行事が継

承されています。 

市内最古の神社である中垣内
な か がい と

の須
す

麻波
は ま

神社
じんじゃ

は、『延喜式
え ん ぎし き

』巻九 （神 名 帳
じんみょうちょう

）に記載されており、朝廷

に官社
かんしゃ

として認められていたことがわかります。室町時代後期には、浄土
じょうど

真宗
しんしゅう

が河内に広まり、永正

年間 （1504～21）に本願寺
ほ ん がん じ

から野崎
の ざ き

の専応
せんのう

寺
じ

と三箇
さ ん が

の道場に阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

絵像
え ぞ う

が下付されました。江戸

時代になると、市域に 21の村落が成立し、各村で浄土真宗の道場や浄土宗
じょうどしゅう

、曹洞宗
そうとうしゅう

、臨済宗
りんざいしゅう

、日蓮宗
にちれんしゅう

などの寺院が建立され、村の鎮守社
ちんじゅしゃ

も鎮座しました。また、宝永元年 （1704）に、東本願寺
ひがしほんがんじ

難波
な ん ば

御堂
み ど う

（難波
な ん ば

別院
べついん

）が深野
ふ こ の

池
いけ

の開発権を取得し、多くの真宗
しんしゅう

門徒
も ん と

が新田に移住してきました。江戸時代後期

には、五穀
ご こ く

豊穣
ほうじょう

の感謝とよろこびをあらわすため、村中で地車
じくるま

 （だんじり）が曳行され、鎮守社に奉

納する祭礼も各地で行われるようになりました。 

現在も、毎年 10 月に市内 18 カ所の神社で行われる秋祭りに 32 基の地車が奉納され、各地区で継

承されたお囃子
は や し

が披露されます。また、御領
ごりょう

菅原
すがわら

神社
じんじゃ

と須
す

麻波
は ま

神社
じんじゃ

 （中垣内）の俄
にわ

芝居
かしばい

や素戔嗚
す さ の お

神社
じんじゃ

（灰
はい

塚
づか

）と諸福
もろふく

天満宮
てんまんぐう

の宮入
みやいり

提灯
ちょうちん

行列
ぎょうれつ

、北條
ほうじょう

神社
じんじゃ

の立
たて

提灯
ちょうちん

奉納
ほうのう

など、各地域の特徴的な祭礼行事が

継承されています。 

本市には、古くから継承されてきた集落の信仰と祭礼が根付いています。 

 

専応寺本堂 須波麻神社 

諸福天満宮本殿 坐摩神社本殿 地車曳行（北条） 
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第４章 文化財の把握状況 
 

１．文化財の調査成果 

本市は、昭和 40 年代の 『大東市史』編纂時に調査を実施して以降、文化財の総合的な調査を実施でき

ていません。個別の文化財に関する調査は、本市および市立歴史民俗資料館が調査を実施し、成果を報

告書や図録等で公表しています。また、大阪府教育委員会が有形文化財 （建造物）や記念物 （遺跡）、無

形の民俗文化財、民間伝承などの調査を実施しています。これまでの文化財調査の一覧は表 4-1 に示す

とおりです。 

 

表 4-1 過去の文化財調査成果の一覧（1/3） 

類型 文献名 発刊年 発刊者 

総合 
大東市史（古代～近世） 

大東市史（近現代編） 

昭和 48 年（1973） 

昭和 55 年（1980） 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

有形文化財 

（建造物） 

大阪府の近世社寺建築 

大阪府の近代和風建築 

旧平野屋新田会所屋敷と建物 

大阪府の近代化遺産 

昭和 62 年（1987） 

平成 12 年（2000） 

平成 14 年（2002） 

平成 19 年（2007） 

大阪府教育委員会 

大阪府教育委員会 

大東市教育委員会 

大阪府教育委員会 

有形文化財 

（美術工芸品） 

大阪府鐘銘聚５ 北河内郡第１・２部 

大阪金石誌：石造美術 

 

大東市史（史料編Ⅰ） 

大東市史（史料編Ⅱ） 

中世大東の歴史と信仰（昭和 63 年度特別展図録） 

近世大東の新田開発（平成元年度特別展図録） 

河合家文書（市史編纂史料目録１） 

平野屋会所文書（市史編纂史料目録２） 

新田村庄屋文書（市史編纂史料目録３） 

東家文書（市史編纂史料目録４） 

野崎まいりとお染・久松（平成 22 年度特別展図録） 

河合家文書Ⅰ,Ⅱ（市史編纂史料集 1～2） 

平野屋会所文書Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ（市史編纂史料集３～５） 

野崎専応寺（平成 26 年度特別展図録） 

新田村庄屋文書（市史編纂史料集６） 

平野屋会所文書Ⅳ（市史編纂史料集７） 

諸福村東家文書（市史編纂史料集８） 

野崎専応寺文書（市史編纂史料集９） 

御領村 本家文書（市史編纂史料集 10） 

野崎観音慈眼寺文書上,中,下 （市史編纂史料集 11～13） 

野崎観音信仰の広がりと大塩平八郎門下の豪農 （令和６

年度企画展図録） 

中垣内村山田家文書上（市史編纂史料集 14） 

中垣内村山田家文書下（市史編纂史料集 15） 

昭和 47 年（1972） 

昭和 48 年（1973） 

 

昭和 59 年（1984） 

平成元年（1989） 

平成元年（1989） 

平成２年（1990） 

平成９年（1997） 

平成 17 年（2005） 

平成 21 年（2009） 

平成 22 年（2010） 

平成 22 年（2010） 

平成 24～25 年 （2012～2013） 

平成 26～28 年 （2014～2016） 

平成 26 年（2014） 

平成 29 年（2017） 

平成 29 年（2017） 

平成 30 年（2018） 

平成 31 年（2019） 

令和３年（2021） 

令和４～６年（2022～2024） 

令和６年（2024） 

 

令和７年（2025） 

令和８年（2026） 

天岸正男 

天岸正男、奥村隆

彦 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

歴史民俗資料館 

歴史民俗資料館 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

歴史民俗資料館 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

歴史民俗資料館 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市 

歴史民俗資料館 

大東市 

大東市 

大東市 

無形文化財    

有形の民俗

文化財 

石の文化財（文化財ガイドブックⅠ） 

大東の絵馬（文化財ガイドブックⅢ） 

大東の民具 

神社探訪・絵馬案内（平成 22 年度特別展図録） 

大東のだんじり（平成 25 年度企画展図録） 

昭和 56 年（1981） 

昭和 58 年（1983） 

平成 11 年（1999） 

平成 22 年（2010） 

平成 25 年（2013） 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

歴史民俗資料館 

歴史民俗資料館 
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表 4-1 過去の文化財調査成果の一覧（2/3） 

類型 文献名 発刊年 発刊者 

有形の民俗

文化財 

「だんじりを活かした地域共働事業」報告書 1,2,3 

 

 

カガクでひもとく民具の世界（平成 26 年度特別展図

録） 

龍間の石工用具と石材業 

平成 27～29 年 （2015～2017） 

 

 

平成 26 年（2014） 

 

平成 29 年（2017） 

だんじりを活かし

た地域共働事業実

行委員会 

歴史民俗資料館 

 

残念石研究会 

無形の民俗 

文化財 

大阪府の民俗芸能 

地域のくらしとまつり 

 

平成 21 年（2009） 

平成 30 年（2018） 

 

大阪府教育委員会 

進化系アーカイブ

と旅するミュージ

アム実行委員会 

記念物 

（遺跡） 

堂山古墳群発掘調査概要（大阪府文化財調査概要） 

高野街道（歴史の道調査報告書２） 

奈良街道（歴史の道調査報告書４） 

京街道（歴史の道調査報告書５） 

平野屋新田会所跡確認調査概要報告書 （埋蔵文化財調査

報告 30） 

平野屋新田会所跡発掘調査概要（埋蔵文化財調査報告

33） 

堂山古墳群のひみつ（平成 24 年度特別展図録） 

平野屋新田会所跡（埋蔵文化財調査報告 34） 

飯盛山城遺跡測量調査報告書 （埋蔵文化財調査報告 35） 

飯盛山城遺跡発掘調査概報告 （埋蔵文化財調査報告 40） 

よみがえる平野屋新田会所（平成 28 年度特別展図録） 

北・中河内における中世城館の調査 

飯盛城跡総合調査報告書（埋蔵文化財調査報告 42） 

堂山１号墳（令和２年度企画展図録） 

三好長慶と大東市の中世（令和４年度特別展図録） 

平野屋新田会所跡総合調査報告書 

昭和 48 年（1973） 

昭和 63 年（1988） 

平成元年（1989） 

平成元年（1989） 

平成 22 年（2010） 

 

平成 24 年（2012） 

 

平成 24 年（2012） 

平成 25 年（2013） 

平成 25 年（2013） 

平成 28 年（2016） 

平成 28 年（2016） 

平成 29 年（2017） 

令和２年（2020） 

令和２年（2020） 

令和４年（2022） 

令和５年（2023） 

大阪府教育委員会 

大阪府教育委員会 

大阪府教育委員会 

大阪府教育委員会 

大東市教育委員会 

 

大東市教育委員会 

 

歴史民俗資料館 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

歴史民俗資料館 

大阪府教育委員会 

大東市教育委員会 

近つ飛鳥博物館 

歴史民俗資料館 

大東市 

埋蔵文化財 

北新町遺跡第１次発掘調査報告書 

寺川 ・北条遺跡発掘調査報告書 （埋蔵文化財調査報告１） 

宮谷古墳群調査報告書（埋蔵文化財調査報告２） 

大東市埋蔵文化財発掘調査概報 （1987～1989 年度）（埋

蔵文化財調査報告３～５） 

城ヶ谷遺跡発掘調査報告書（埋蔵文化財調査報告６） 

中垣内遺跡発掘調査報告書（埋蔵文化財調査報告７） 

寺川 ・鍋田川遺跡発掘調査報告書 （埋蔵文化財調査報告

８） 

北新町遺跡第２次発掘調査概要報告書 

大東市埋蔵文化財発掘調査概報 （1992 年度）（埋蔵文化

財調査報告９） 

北新町遺跡発掘調査報告書（埋蔵文化財調査報告 10） 

堂山古墳群（大阪府文化財調査報告 45） 

中垣内遺跡発掘調査報告書（埋蔵文化財調査報告 11） 

北新町遺跡発掘調査報告書（埋蔵文化財調査報告 12） 

寺川遺跡発掘調査報告書（埋蔵文化財調査報告 13） 

北新町遺跡第３次発掘調査概要報告書 

メノコ遺跡発掘調査報告書（埋蔵文化財調査報告 14） 

北新町遺跡第３次発掘調査概要報告書 

御領遺跡（埋蔵文化財調査報告 15） 

寺川遺跡発掘調査報告書（埋蔵文化財調査報告 16） 

西諸福遺跡発掘調査報告書（埋蔵文化財調査報告 17） 

寺川遺跡発掘調査報告書（埋蔵文化財調査報告 18） 

元粉遺跡（埋蔵文化財調査報告 19） 

中垣内遺跡（埋蔵文化財調査報告 20） 

中垣内遺跡（埋蔵文化財調査報告 21） 

中垣内遺跡（埋蔵文化財調査報告 22） 

昭和 61 年（1986） 

昭和 62 年（1987） 

昭和 63 年（1988） 

平成元～２年（1989～1990） 

 

平成２年（1990） 

平成２年（1990） 

平成３年（1991） 

 

平成３年（1991） 

平成５年（1993） 

 

平成６年（1994） 

平成９年（1997） 

平成９年（1997） 

平成９年（1997） 

平成９年（1997） 

平成 10 年（1998） 

平成 10 年（1998） 

平成 11 年（1999） 

平成 12 年（2000） 

平成 12 年（2000） 

平成 15 年（2003） 

平成 16 年（2004） 

平成 16 年（2004） 

平成 16 年（2004） 

平成 16 年（2004） 

平成 17 年（2005） 

北新町遺跡調査会

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

 

北新町遺跡調査会 

大東市教育委員会 

 

大東市教育委員会 

大阪府教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

北新町遺跡調査会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 
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表 4-1 過去の文化財調査成果の一覧（3/3） 

類型 文献名 発刊年 発刊者 

埋蔵文化財 

中垣内遺跡（埋蔵文化財調査報告 23） 

中垣内遺跡（埋蔵文化財調査報告 24） 

中垣内遺跡（埋蔵文化財調査報告 25） 

鍋田川遺跡Ⅱ（埋蔵文化財調査報告 26） 

元粉遺跡Ⅱ（埋蔵文化財調査報告 27） 

鍋田川遺跡Ⅲ（埋蔵文化財調査報告 28） 

中垣内遺跡（埋蔵文化財調査報告 29） 

寺川浜遺跡Ⅰ（埋蔵文化財調査報告 31） 

石切場跡発掘調査報告書（埋蔵文化財調査報告 32） 

野崎条里遺跡発掘調査報告書 （埋蔵文化財調査報告 36） 

寺川遺跡（埋蔵文化財調査報告 37） 

北条西遺跡（埋蔵文化財調査報告 38） 

寺川遺跡発掘調査報告書（埋蔵文化財調査報告 39） 

北新町遺跡（埋蔵文化財調査報告 41） 

野崎条里遺跡発掘調査報告書 （埋蔵文化財調査報告 43） 

生駒山地西斜面石切丁場群の研究 

北条西遺跡発掘調査報告書（埋蔵文化財調査報告 44） 

中垣内遺跡 ・元粉遺跡発掘調査報告書 （埋蔵文化財調査

報告 45） 

平成 17 年（2005） 

平成 17 年（2005） 

平成 18 年（2006） 

平成 18 年（2006） 

平成 20 年（2008） 

平成 20 年（2008） 

平成 20 年（2008） 

平成 24 年（2012） 

平成 24 年（2012） 

平成 25 年（2013） 

平成 26 年（2014） 

平成 26 年（2014） 

平成 26 年（2014） 

平成 30 年（2018） 

令和３年（2021） 

令和３年（2021） 

令和４年（2022） 

令和６年（2024） 

 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

大東市教育委員会 

残念石研究会 

大東市 

大東市 

 

民間伝承 

大東の伝承文化（文化財ガイドブックⅡ） 

大阪府の盆踊り 

大阪伝承地誌集成 

昭和 57 年（1982） 

平成 17 年（2005） 

平成 20 年（2008） 

大東市教育委員会 

大阪府教育委員会 

三善善司 

古地名 住道町誌 昭和 31 年（1956） 住道町 

 

２．文化財の把握状況 

本市の歴史文化の特徴を踏まえた文化財の把握状況を表 4-2 に示します。類型別にみると、美術工芸

品の考古資料、記念物の遺跡、埋蔵文化財はおおよそ把握できていますが、建造物、絵画、彫刻、工芸

品、古文書、書跡 ・典籍、民俗文化財、民間伝承、古地名は一部しか把握できていません。また、無形

文化財、記念物のうちの名勝地および動物 ・植物 ・地質鉱物ならびに文化的景観、伝統的建造群は未調

査のため、ほとんど把握できていません。 
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表 4-2 類型別の文化財の把握状況 

類型 把握状況 評価 

有
形
文
化
財 

建造物 

・社寺建築は、本市が実施した調査によっておおよそ把握しています。古民

家は、本市が実施した調査によって一部把握していますが、市内全域の把

握はできていません。近代和風建築、近代化遺産は、大阪府教育委員会が

調査を実施していますが、年数が経過しているため現況調査の必要があ

ります。 

▲ 

美術工芸品 

（絵画） 

・仏画は、『大東市史』編纂時に調査を実施していますが、年数が経過して

いるため現況調査の必要があります。 
▲ 

美術工芸品 

（彫刻） 

・仏像は、『大東市史』編纂時に調査を実施していますが、年数が経過して

いるため改めて把握調査の必要があります。 
▲ 

美術工芸品 

（工芸品） 

・寺院の梵鐘 ・半鐘は、天岸正男氏の調査によっておおよそ把握しています

が、その他の工芸品はほとんど把握できていません。 
▲ 

美術工芸品 

（古文書） 

・古文書は、大東市史編纂史料集の作成によって把握が進んでいますが、市

内全域の把握はできていません。 
▲ 

美術工芸品 （書跡 ・典籍） ・書跡・典籍は一部しか把握できていません。 ▲ 

美術工芸品 

（歴史資料） 
・歴史資料は一部しか把握できていません。 ▲ 

美術工芸品 

（考古資料） 
・これまでの発掘調査で出土したものは把握しています。 ○ 

無形文化財 ・調査が未実施のため、把握できていません。 × 

民
俗
文
化
財 

有形の 

民俗文化財 

・本市及び歴史民俗資料館が実施した調査によって、各地域の地車、道標、

灯籠はおおよそ把握していますが、地車以外の祭礼用具や生活 ・生業に関

する資料等は一部しか把握できていません。 

▲ 

無形の 

民俗文化財 

・本市及び歴史民俗資料館が実施した調査によって、各地域の神社祭礼はお

およそ把握していますが、それ以外の無形民俗文化財は一部しか把握で

きていません。 

▲ 

記
念
物 

遺跡 ・これまでの調査により、おおよそ把握しています。 ○ 

名勝地 ・調査が未実施のため、ほとんど把握できていません。 × 

動物・植物・地質鉱物 
・保護樹木 ・保護樹林以外は調査が未実施のため、ほとんど把握できていま

せん。 
× 

文化的景観 ・調査が未実施のため、ほとんど把握できていません。 × 

伝統的建造物群 ・調査が未実施のため、ほとんど把握できていません。 × 

埋蔵文化財 ・周知の埋蔵文化財包蔵地に登録し、おおよそ把握しています。 〇 

民間伝承 
・ 『大東の伝承文化』編纂時に調査を実施していますが、年数が経過してい

るため現況調査の必要があります。 
▲ 

古地名 
・旧住道町域はおおよそ把握していますが、市内全域の把握はできていませ

ん。 
▲ 

凡例：【○】これまでの調査によりおおよそ把握している 

【▲】これまでの調査により一部把握しているが、全体的な把握には至っていない 

【×】調査が未実施のため、ほとんど把握できていない 
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第５章  

文化財の保存・活用に関する将来像と方向性 
 

これまで述べてきたように、市内には飯盛城跡や平野屋新田会所跡などの指定等文化財だけでなく、

未指定の多種多様な文化財が所在しており、本市に固有の風土の下、先人によって生み出され、育まれ、

時には変容しながら現代まで伝えられてきた５つの歴史文化が息づいています。 

第５次大東市総合計画で掲げている 「一人ひとりの幸せの増大」をめざし、第３期大東市総合戦略は、

地域資源の活用やその発信などにより、市外からの人の呼び込みや文化 ・歴史に対する市民の誇りの醸

成を図るための施策等を実施するとしています。 

また、本市は、 「市民や民間を主役に据える」という政策の視点から、民間のノウハウをまちづくり

にいかす公民連携や住民自治の取組をいち早く進めてきました。これらの取組を継承しながら、行政、

所有者、地域住民、市民団体、学校、企業、専門家など多様な主体が協力し、地域総がかりで文化財や

歴史文化の保存・活用に取り組んでいく必要があります。 

本計画は、文化財の保存 ・活用に関する取組を推進することにより、歴史文化と多様な 「ひと」が輝

き、将来にわたって市民が誇りに思う大東市を実現することをめざし、「ひとと歴史文化がともに輝き 

愛着と誇りを育む大東のまちづくり」を将来像とします。 

この将来像の実現に向けて、１：知る 【調査】の視点、２：守る 【保存・管理】の視点、３：活かす

【活用】の視点、４ ：広げる 【担い手づくり】の視点、５ ：防ぐ 【防災】の視点の５つの方向性を設定

します。 

  

図 5-1 将来像と５つの方向性 
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方向性１ 知る【調査】の視点 

文化財の滅失・散逸を防止するため、市内にどのような文化財が存在しているかを把握するとともに、

文化財の価値を明らかにすることにより、保存・活用につなげます。 

そのため、文化財の把握調査や詳細調査を推進するととともに、調査成果を広く公表します。 

 

方向性２ 守る【保存・管理】の視点 

文化財とその周辺環境の着実な保存に取り組み、将来へ受け継ぐことを目指します。 

そのため、文化財の指定 ・登録や文化財所有者等の支援、祭礼行事の保存 ・継承等の取組を推進し

ます。 

 

方向性３ 活かす【活用】の視点 

文化財の価値や魅力を広めることにより、シビックプライドの醸成や地域活性化につなげるととも

に、来訪者が本市をさらに好きになることを目指します。 

そのため、文化財の情報発信や見学環境の整備、観光振興等の取組を推進します。 

 

方向性４ 広げる【担い手づくり】の視点 

子どもからシニア世代まで、多くの市民が文化財や歴史文化について学ぶ機会を創出し、地域への

愛着を育むことを通じて、文化財の保存 ・活用の担い手を増やし、次の世代へ文化財や歴史文化を確

実に継承することを目指します。 

そのため、学校教育や生涯学習において文化財や歴史文化に関する学びの充実を図るとともに、市

民ボランティアの育成や伝統文化の担い手の育成にも取り組みます。 

 

方向性５ 防ぐ【防災】の視点 

過去の災害の経験を教訓に、多様な主体が連携し、地域の心のよりどころである文化財を災害や火

災から守ることのできる体制を構築します。 

そのため、過去の災害に関する調査や学習を行うとともに、文化財の防災のための取組を推進しま

す。また、関係機関と文化財に関する情報を共有し、適切な予防対策を図るとともに、文化財レスキ

ュー機関との連携体制を構築し、災害に備えます。 
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第６章 

文化財の保存・活用に関する現状と課題 
前章で設定した文化財の保存 ・活用の将来像と方向性を実現していくため、本章は５つの方向性に

対応した【調査】、【保存・管理】、【活用】、【担い手づくり】、【防災】の現状と課題を整理します。 

 

１．【調査】の現状と課題 

（１）現状 

１．文化財の把握調査 

第４章で既述のとおり、本市は、昭和 40年代の 『大東市史』編纂時に調査を実施して以降、文化財

の総合的な調査を実施できていません。既往の調査によって、美術工芸品の考古資料、記念物の遺跡、

埋蔵文化財はおおよそ把握できていますが、その他の文化財は一部しか把握できていません。 

２．文化財の現況調査 

過去の調査で把握した文化財のうち、滅失してしまったものや、所有者の転出等にともない、市外

に流出した文化財を確認しています。 

３．文化財の詳細調査 

本市は、個別の文化財の価値を明らかにするため、文化財保護審議会委員や市史編纂委員の指導の

もと、建造物や美術工芸品の絵画、彫刻、古文書、有形の民俗文化財等の詳細調査を実施しています。 

４．文化財の収集 

本市は、所有者等からの依頼により、市域の歴史を知るうえで重要な史資料の寄贈や寄託を受け入

れています。また、市域の歴史を知るうえで特に重要な古文書等を古書店で購入した事例があります。 

５．埋蔵文化財の調査 

本市は、周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等が実施される際、文化財保護法に基づき、必要な

場合に事前確認調査や記録保存のための発掘調査を実施しています。また、埋蔵文化財の範囲や性格

を明らかにするための分布調査も実施しています。 

６．文化財調査成果の公表 

本市は、古文書の調査成果をまとめた 「市史編纂史料集」や、埋蔵文化財の調査成果をまとめた 「埋

蔵文化財調査報告書」を継続して刊行しています。 

７．市史の作成 

本市は、昭和 40 年代に 『大東市史』を作成しましたが、その後の調査成果や新たな知見をもとに、

内容の見直しが必要となっています。 
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（２）課題 

課１：未指定文化財の把握調査を推進する必要があります。 

課２：把握済の文化財の現況を確認する必要があります。 

課３：未指定文化財の価値を明らかにする必要があります。 

課４：市域の歴史を知るうえで重要な古文書や民具等を収集する必要があります。 

課５：埋蔵文化財の範囲や性格を明らかにする必要があります。 

課６：埋蔵文化財の記録を作成する必要があります。 

課７：文化財の調査成果を広く公表する必要があります。 

課８：最新の調査成果や知見に基づく市史を作成する必要があります。 

 

２．【保存・管理】の現状と課題 

（１）現状 

１．文化財の指定・登録 

本市は、国指定 ・登録、府指定の文化財に加えて、 「大東市文化財保護条例」に基づき、詳細調査に

よって価値が明らかになった文化財のうち、重要なものを市指定文化財に指定し、保存及び活用のた

めの措置が特に必要なものを市登録文化財に登録しています。 

２．指定等文化財の修復 

指定等文化財には劣化が進行し、保存 ・活用

に支障をきたしているものがあります。本市

は、令和２年 （2020）度にふるさと納税を活用

して深野新田周辺川堤絵図の修復を実施しま

した。 

３．文化財所有者等の支援 

本市は、「大東市指定文化財等保存事業補助金交付要綱」で、指定等文化財の所有者が行う保存修理

や防災、説明板等の設置の取組について補助金の規定を設けており、これまでに諸福天満宮本殿、石

造九重層塔、専応寺絹本着色阿弥陀如来絵像の修復を補助しました。未指定文化財の所有者等には、

説明板の設置等の相談に応じています。 

４．文化財の保存施設 

本市が所有 ・管理する文化財は歴史民俗資料館で保管し、一部の

考古資料は文化財調査事務所で保管しています。両施設とも建設か

ら 30 年以上が経過しているため、建物や設備の老朽化が進行して

います。 

ふるさと納税を活用して修復した深野新田周辺川堤絵図 

（左：修復前、右：修復後） 

歴史民俗資料館の民俗収蔵庫 
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５．史跡の保存・管理 

国史跡飯盛城跡と市史跡の堂山古墳群・平野屋新田会所跡では、

本市と市民ボランティア等が協力し、定期的に草刈りや清掃、点検

等を行っています。史跡指定地内で、遺構の損傷や倒木等があった

場合、本市が復旧措置を行っています。 

６．保護樹木・保護樹林の保存・管理 

本市は、 「大東市環境の保全等の推進に関する条例」に基づき、保護樹木 ・保護樹林の維持 ・管理を

支援するため、所有者等に報償金を支給するとともに、説明板を設置しています。 

７．祭礼行事の保存・継承 

本市は国の補助金等を活用し、地車
じぐるま

 等の祭礼用具の整備や祭礼行事の記録作成を支援しています。 

８．文化財周辺の環境保全 

本市は、市内に５ヵ所のせせらぎ水路を整備し、市民に里親になっ

てもらうアドプト制度等を活用し、市民による維持 ・保全を誘導して

います。また、市内各地に残る歴史的町並みや飯盛 ・生駒山地の自然

環境などは、所有者や地域住民、市民ボランティアが美化活動や樹木

の剪定・間伐等を行って保全しています。 

９．文化財の保存技術の保存・継承 

本市は、国の補助金を活用し、選定保存技術保持者の技術錬磨にともなう原材料の確保等を支援し

ています。 

 

（２）課題 

課９：文化財の指定・登録を推進する必要があります。 

課 10：劣化が進行した指定等文化財を修復する必要があります。 

課 11：指定等文化財の保存・継承を支援する必要があります。 

課 12：未指定文化財の保存・継承を支援する必要があります。 

課 13：文化財保存施設の環境を改善する必要があります。 

課 14：史跡を良好に保存・管理する必要があります。 

課 15：保護樹木等の保存・管理を支援する必要があります。 

課 16：祭礼行事の保存・継承を支援する必要があります。 

課 17：文化財周辺の環境を保全する必要があります。 

課 18：文化財の保存技術の保存・継承を支援する必要があります。 

 

堂山古墳群史跡広場の草刈り 

12 号水路の清掃活動（南新田） 
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３．【活用】の現状と課題 

（１）現状 

１．文化財の情報発信 

本市は、広報「だいとう」やホームページ、Facebook や LINE 等の SNS を活用して文化財に関する

イベント情報を発信していますが、文化財の調査成果や見どころ等の発信が不足しています 

２．歴史民俗資料館の常設展示 

歴史民俗資料館は、常設展示と映像で本市の歴史や文化財に関する

情報を発信していますが、平成 24 年 （2012）の開館以後、内容の更新

が一部しかできていないため、最新の調査成果や知見を反映できてい

ません。 

３．文化財のデジタル・アーカイブ化 

歴史民俗資料館は、Google が提供するプラットフォーム Google 

Arts & Culture を活用し、保管する有形の民俗文化財 （地車
じぐるま

の部材、

生活用具等）の画像公開を進めていますが、建造物、美術工芸品、

記念物などの画像や古写真は公開できていません。 

４．文化財の普及啓発 

本市は、文化財の調査成果等を紹介する講座や企画展を歴史民俗資料館

等で開催しているほか、所有者や市民ボランティア等と協力し、文化財の

見学会や公開行事を開催しています。これらの事業の参加者は、歴史や文

化財に関心のある人や高齢者が比較的多く、入門者や若い世代の参加は低

調です。 

文化財の啓発冊子は、『大東市文化財ガイドブック』（昭和 56年（1981）

～昭和 58年（1983）発行）や『大東市文化財マップ』（平成 21 年（2009）

発行）がありますが、作成から年数が経過しているため、最新の調査成果

等を反映できていません。 

５．文化財の見学環境 

本市は、市民が地域の文化財に親しむ機会を提供するとともに、

来訪者に文化財の価値や魅力をわかりやすく伝えるため、文化財説

明板等の整備を進めていますが、デザインの統一化が図られていま

せん。また、設置から年数が経過しているため、老朽化している説

明板もあります。 

歴史民俗資料館の Google Arts & 

Culture ページ 

河内街道の説明板（三住町） 

大東市文化財マップ 

歴史民俗資料館の常設展 
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６．文化財の周遊環境 

本市は、来訪者の利便性を高めるため、駅周辺に案内マップ等を

設置しています。また、令和７年（2025）度から、市内の周遊観光

を促進するため、デジタル観光マップの作成を進め、内容の充実を

図っていく予定です。 

駅から離れた場所にある文化財への交通手段は、市内を運行する

民間の路線バスや大東市コミュニティバス等のほか、シェアサイク

ルなどがあります。 

７．文化財を活かした観光振興 

本市は、文化財を活かした観光振興を図るため、観光ボランティ

アガイドやまびこによるガイドツアーを実施しているほか、市内の

文化財や商店等を周遊するスタンプラリーや謎解きイベント等を実

施しています。また、市外で開催されるさまざまなイベントにブー

スを出展し、文化財の魅力を紹介しています。 

８．地車曳行の活性化 

本市を代表する伝統行事である地車
じぐるま

曳行は各地域の地車保存会等

によって運営されています。本市は、地域活性化や観光振興を推進

するため、毎年 10 月に行われる地車集結イベントの運営費の補助

を行ったり、広報「だいとう」や SNS 等を活用した魅力発信を行っ

たりしています。 

９．文化財を活かした広域連携 

本市は、近隣の四條畷市 ・交野市 ・枚方市 ・寝屋川市 ・門真市と共同で、令和５年 （2023）に北河内

文化財活用広域連携会議 （歴史ネットきたかわち）を発足し、参画自治体が持ち回りで文化財に関する

講座や見学会等を開催しています。また、飯盛城跡や平野屋新田会所跡の活用事業においても、市域を

越えた関係団体の連携・交流が行われています。 

 

（２）課題 

課 19：文化財の情報発信を強化する必要があります。 

課 20：歴史民俗資料館の常設展示を更新する必要があります。 

課 21：文化財のデジタル・アーカイブ化を推進する必要があります。 

課 22：文化財の普及啓発を推進する必要があります。 

課 23：文化財の見学環境を整備する必要があります。 

やまびこのガイドツアー 

住道だんじりまつり（泉公園） 

住道駅前の案内板 
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課 24：文化財の周遊環境を整備する必要があります。 

課 25：文化財の周遊観光を促進する必要があります。 

課 26：文化財を活かした観光振興を推進する必要があります。 

課 27：地車曳行の活性化を推進する必要があります。 

課 28：文化財を活かした広域連携を推進する必要があります。 

 

４．【担い手づくり】の現状と課題 

（１）現状 

１．文化財の教育 

本市の公立小学校は、学習指導要領に基づき、３・４年生の社会科の授業で副

読本『わたしたちの大東市』を用い、本市の暮らしの移り変わりや歴史、伝統文

化等について学習する時間を設けており、３年生を対象にした「ふるさとジュニ

ア検定」も実施しています。また、２年生で校区の探検、３年生で歴史民俗資料

館の見学を行っています。 

また、本市は、児童・生徒に本市の歴史や文化財をわかりやすく伝えるため、

『大東市史マンガ』（古代編・戦国時代編・近世編）を作成し、市内の小中学校

に配布しています。 

さらに、歴史民俗資料館は小学校に講師を派遣し、昔の道具を用いた出前授

業を、野外活動センターは昔の道具を使った「民具×米作り体験」を実施してい

ます。 

２．生涯学習事業 

生涯学習センターアクロスは、河内の歴史・文化にふれ、最新の研

究成果について学べる「アクロス歴史アカデミー」を、公民館は、「身

近にある歴史への気づき」を目的に、市内に残る道標や灯籠などの文

化財について学習を深める「公民館地域塾」を開催しています。 

３．出前講座 

本市は、市民の学習機会の充実を図るとともに、市民協働のまちづ

くりに役立てるため、市内在住・在勤・在学の 10 人以上で構成された団体などを対象に「まちづくり

出前講座」を実施しており、講座メニューに「だいとうの歴史と文化財」があります。 

また、自治会や市民団体の要望に応じて、地域の歴史や文化財を学ぶ講座なども実施しています。 

 

民具×米作り体験 

大東市史マンガ戦国時代編 

公民館地域塾（力士墓の調査） 
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４．市民ボランティアの活動 

文化財の保存・活用に関わる市民ボランティアは、歴史民俗資料館

と共同で文化財の調査や展示を行う市民学芸員、飯盛城跡や三好長慶

の PR を行う大東・三好長慶会、平野屋新田会所跡や関連遺産の PR を

行う平野屋新田会所市民サポーター会議、市内の観光ガイドを行う大

東市観光ボランティアガイドやまびこ、歴史的景観の保全・活用を行

うだいとう森づくりクラブ、大東環境みどり会などがあります。 

これらのボランティアを育成するため、本市と大阪産業大学が「大東シニア総合大学」を、歴史民俗

資料館が「市民学芸員養成講座」を、大東・三好長慶会が「三好長慶公＆飯盛城市民サポーター養成講

座」を開講しています。 

５．伝統文化の後継者育成 

本市は、各地に伝わる地車
じぐるま

曳行やお囃子
は や し

、盆踊りなどの伝統文化の担い手を育成するため、国の補

助金等を活用し、保存会や自治会等が行う後継者育成事業を支援しています。 

 

（２）課題 

課 29：文化財や歴史文化の教育普及を推進する必要があります。 

課 30：文化財や歴史文化の学習機会を充実させる必要があります。 

課 31：文化財の保存・活用に関わる市民ボランティアを育成する必要があります。 

課 32：文化財の保存・活用に関わる市民ボランティアを支援する必要があります。 

課 33：伝統文化の後継者育成を支援する必要があります。 

 

５．【防災】の現状と課題 

（１）現状 

１．災害史の調査 

本市と歴史民俗資料館は、市内の古文書や歴史資料をもとに、過去の災害状況の調査を進めており、

令和４年（2022）に調査成果をもとにした企画展「大東市の水害と治水」を開催しました。 

 

２．災害史の学習 

本市の公立小学校は、副読本『わたしたちの大東市』を用い、昭和47年７月豪雨（大東水害）や平成

30年の大阪北部地震について学習する時間を設けています。また、本市は、各地の自治会等に講師派遣

を行い、過去の災害状況や防災対策に関する啓発を行っています。 

市民学芸員の活動（古文書隊） 
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３．文化財防災の啓発 

本市は、市民の防災意識向上と災害対応能力強化のため、さまざま

な防災訓練を実施しており、令和３年（2021）に飯盛城跡で山林火災

訓練を、令和６年（2024）に野崎観音（慈眼寺）で指定文化財防護訓練

を実施しました。また、各地の消防団が自主的に、社寺等の防災訓練

を実施しています。 

４．文化財の防災設備 

本市は、市が所有・管理していない文化財の防災設備について把握できていません。「大東市指定文

化財等保存事業補助金交付要綱」には、指定等文化財の所有者が行う防災の取組について補助金の規

定がありますが、これまで交付実績はありません。 

５．文化財レスキューの啓発 

 歴史民俗資料館は、令和３年（2021）に文化財レスキューの人材育成

等を目的とした水損資料レスキュー講習会を実施しました。 

 

（２）課題 

課 34：過去の災害状況を把握する必要があります。 

課 35：災害史の学習を推進する必要があります。 

課 36：文化財の防災意識を高める必要があります。 

課 37：文化財防災の指針を作成する必要があります。 

課 38：文化財の防災設備を整備する必要があります。 

課 39：市内の文化財リストを関係機関と共有する必要があります。 

課 40：文化財レスキューの担い手を育成する必要があります。 

課 41：文化財レスキュー機関との連携を強化する必要があります。 

水損資料レスキュー講習会 

（画像提供：結 creation） 

指定文化財防護訓練（野崎観音） 
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第７章  

文化財の保存・活用に関する方針と措置 
 

この章では、第５章で設定した将来像 「ひとと歴史文化がともに輝き 愛着と誇りを育む大東のまち

づくり」の実現に向けて、５つの方向性に基づき今後の取組の方針と措置を定めました。 

各措置は市費 ・府費 （大阪府補助金） ・国費 （文化庁補助金 ・国交省補助金 ・新しい地方経済 ・生活環

境創生交付金等） ・その他民間資金 （民間財団補助金 ・大学等研究費 ・民間団体の活動費 ・企業等の協賛

金等）等を活用しながら進めます。 

表 7-1～表 7-5 の各表の記載内容は次の通りです。 

①番号      …事業の連番 

②方針      …方針の番号 

③措置（事業内容）…事業の概要 

④関係主体    …◎：主体的に取り組む 〇：共同で取り組む △：支援・協力する 

大東市     …各措置に関係する大東市の部署 

所有者等    …文化財所有者、土地所有者 

市民      …自治会、在住者、在学者、在勤者 

団体   …文化財保存団体、市民ボランティア団体、商工関係団体、企業等 

学校      …小学校、中学校、高等学校、大学 

専門家   …文化財保護審議会委員、市史編纂委員、大学等の教員、博物館の学芸員等 

⑤事業期間    …事業に取組む期間を矢印で記載 

赤線   …新規事業 

黒線   …継続事業 

 

【措置に関わる表の凡例等】 

①番号 ②方針 ③措置（事業内容） 
④関係主体 ⑤事業期間 

大東市 所有者 市民 団体 学校 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 
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１．【調査】の方針と措置 

（１）方針 

文化財を把握し、価値を明らかにする 

方１：未指定文化財の把握調査を推進します。 

方２：把握済の文化財の現況調査を実施します。 

方３：未指定文化財の詳細調査を推進します。 

方４：市域の歴史を知るうえで重要な古文書や民具等の文化財を収集します。 

方５：埋蔵文化財の分布調査を実施します。 

方６：埋蔵文化財の発掘調査を実施します。 

方７：文化財の調査成果を広く公表します。 

方８：最新の調査成果や知見に基づく市史の作成を検討します。 

 

（２）措置 

表 7-1 【調査】に関する措置（1/2） 

番号 方針 措置（事業内容） 
関係主体 事業期間（年度） 

大東市 所有者 市民 団体 学校 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 

1 方 1 
未指定文化財の把握調査（継続） 
未指定文化財の把握調査を推進する。 

◎生涯学習課 △ △ 〇 〇 ○      

2 方 2 

把握済の文化財の現況調査（継続） 
過去の調査で把握した文化財の現況調査

を実施する。 
◎生涯学習課 △ △ 〇 〇 ○      

3 

方 3 

建造物の詳細調査（継続） 
古民家、社寺建築、近代建築等の詳細調査

を推進する。 
◎生涯学習課 △ △ △ △ ○      

4 
美術工芸品の詳細調査（継続） 
絵画、彫刻、古文書、歴史資料、考古資料

等の詳細調査を推進する。 
◎生涯学習課 △ △ △ △ ○      

5 
有形の民俗文化財の詳細調査（継続） 
民具、祭礼用具等の詳細調査を推進する。 

◎生涯学習課 △ △ ○ ○ ○      

6 
無形の民俗文化財の詳細調査（継続） 
祭礼行事等の詳細調査を推進する。 

◎生涯学習課 △ △ ○ ○ ○      

7 方 4 

文化財の収集（継続） 
市域の歴史を知るうえで重要な古文書や

民具等を歴史民俗資料館と共同で収集す

る。 

◎生涯学習課 △ △ △ △ △      

8 方 5 

埋蔵文化財の分布調査（継続） 
古墳や石切場跡等の埋蔵文化財の範囲や

性格を明らかにするための分布調査を実

施する。 

◎生涯学習課 △ △ ○ ○ ○      
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表 7-1 【調査】に関する措置（2/2） 

番号 方針 措置（事業内容） 
関係主体 事業期間（年度） 

大東市 所有者 市民 団体 学校 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 

9 方 6 
埋蔵文化財の発掘調査（継続） 
土木工事等にともなう埋蔵文化財の発掘

調査を実施する。 

◎生涯学習課 △ △ △ △ △      

10 

方 7 

「市史編纂史料集」の作成（継続） 
古文書の調査成果をまとめた「市史編纂

史料集」を作成する 
◎生涯学習課 △ △ △ △ 〇      

11 

「埋蔵文化財調査報告書」の作成 
（継続） 
埋蔵文化財の調査成果をまとめた「埋蔵

文化財調査報告書」を作成する 

◎生涯学習課 △ △ △ △ △      

12 方 8 

新「大東市史」の検討（新規） 
最新の調査成果や知見にもとづく新「大

東市史」の作成を検討する 
◎生涯学習課 △ △ △ △ 〇      

 

２．【保存・管理】の方針と措置 

（１）方針 

文化財の保存・管理のための環境をととのえる 

方９：文化財の指定・登録を推進します。 

方 10：劣化が進行した指定等文化財の修復を実施します。 

方 11：指定等文化財の保存・継承を支援します。 

方 12：未指定文化財の保存・継承を支援します。 

方 13：文化財保存施設の環境改善を実施します。 

方 14：史跡を良好に保存・管理します。 

方 15：保護樹木等の保存・管理を支援します。 

方 16：文化財周辺の環境を保全します。 

方 17：祭礼行事の保存・継承を支援します。 

方 18：文化財の保存技術の保存・継承を支援します。 

 

（２）措置 

表 7-2 【保存・管理】に関する措置（1/2） 

番号 方針 措置（事業内容） 
関係主体 事業期間（年度） 

大東市 所有者 市民 団体 大学 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 

13 方 9 

文化財の指定・登録（継続） 
条例に基づく文化財の指定・登録を推進

するとともに、国登録文化財や大阪府指

定・登録文化財の候補の提案も検討する。 

◎生涯学習課 △  

 

 ○      
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表 7-2 【保存・管理】に関する措置（2/2） 

番号 方針 措置（事業内容） 
関係主体 事業期間（年度） 

大東市 所有者 市民 団体 大学 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 

14 方 10 
指定等文化財の修復（継続） 
劣化が進行した指定等文化財の修復を実

施する。 
◎生涯学習課 〇   △ △      

15 方 11 
指定等文化財所有者の支援（継続） 
指定等文化財の所有者が行う保存修理等

の取組を支援する。 

◎生涯学習課 〇 △ △ △ △      

16 方 12 

未指定文化財の相談窓口の設置 
（継続） 
未指定文化財の保存・継承に関する相談窓

口を設け、適切な支援を講じる。 

◎生涯学習課 〇 △ △ △ △      

17 方 13 

文化財保存施設の環境改善（継続） 
歴史民俗資料館や文化財調査事務所の修

繕や設備の更新等を実施する。 
◎生涯学習課   

 

       

18 方 14 

史跡の保存・管理（継続） 
史跡の定期的な草刈りや清掃、点検等を行

い、遺構の損傷や倒木等があった場合は

適切な保存・復旧措置を行う。 

◎生涯学習課 ◎ ◎ ◎ △ △      

19 方 15 

保護樹木等の保存・管理（継続） 
保護樹木・保護樹林の所有者等に報償金を

支給し、適正な維持・管理を働きかける。 
◎みどり課 ◎ ◎ ◎        

20 方 16 

祭礼行事の保存・継承（継続） 
国の補助金等を活用し、地車等の祭礼用具

の整備や祭礼行事の記録作成等を支援す

る。 

◎生涯学習課   ◎  △      

21 方 17 

文化財周辺の環境保全（継続） 
所有者や市民ボランティア等が行う水路の

美化活動や樹木の剪定・間伐等を支援する

とともに、親水空間の整備や緑化の推進を

検討する。 

〇市民政策課 

〇水政課 

〇みどり課 

◎  ◎ ◎ △       

22 方 18 

文化財保存技術の保存・継承（継続） 
国の補助金等を活用し、選定保存技術保持

者が行う原材料・用具の確保等を支援す

る。 

◎生涯学習課 ◎ △ △        

 

３．【活用】の方針と措置 

（１）方針 

文化財を活用し、価値や魅力を広める 

方 19：文化財の情報発信を強化します。 

方 20：歴史民俗資料館の常設展示を更新します。 

方 21：文化財のデジタル・アーカイブ化を推進します。 

方 22：文化財の普及啓発を推進します。 

方 23：文化財の見学環境を整備します。 

方 24：文化財の周遊環境を整備します。 
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方 25：文化財の周遊観光を促進します。 

方 26：文化財を活かした観光振興を促進します。 

方 27：地車曳行の活性化を推進します。 

方 28：文化財を活かした広域連携を推進します。 

（２）措置 

表 7-3 【活用】に関する措置（1/2） 

番号 方針 措置（事業内容） 
関係主体 事業期間（年度） 

大東市 所有者 市民 団体 学校 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 

23 方 19 

文化財の情報発信（継続） 
文化財の調査成果や見どころ等を広報

「だいとう」やホームページ、SNS 等で積

極的に発信する。 

◎生涯学習課 

〇秘書広報課 

〇観光振興課 

〇 〇 〇 〇 △      

24 方 20 

歴史民俗資料館の常設展示リニュー
アル（新規） 
最新の調査成果や知見に基づき、歴史民俗

資料館の常設展示や映像等を更新する。 

◎生涯学習課 △ △ △  △      

25 方 21 

文化財のデジタル・アーカイブ化 
（継続） 
文化財や古写真のデジタル・アーカイブ化を

歴史民俗資料館、図書館等と共同で推進す

るとともに、利用者が容易にアクセスできる

ような閲覧環境の整備を検討する。 

◎生涯学習課 △ 〇 〇 〇 △      

26 

方 22 

文化財の普及啓発事業（継続） 
文化財の価値や魅力をわかりやすく伝える

企画展や講座、見学会等を歴史民俗資料

館、図書館等と共同で実施する。 

◎生涯学習課 △ △ 〇 △ △      

27 

文化財ガイドブック等の作成（新規） 
文化財の価値や魅力をわかりやすく伝える

ガイドブックやガイドマップ等を作成す

る。 

◎生涯学習課 

〇観光振興課 
△ △ 〇 〇 △    

  

28 方 23 

文化財説明板等の整備（継続） 
文化財説明板やサイン等を整備・更新す

るとともに、デザインの統一化を検討す

る。 

◎生涯学習課 △ △ 〇 〇 △      

29 方 24 

観光マップ等の整備（継続） 
観光案内板やデジタル観光マップ等の整

備・更新を行う。 

◎観光振興課 

〇生涯学習課 
△ △ △        

30 方 25 

文化財周遊観光の促進（継続） 
コミュニティバスやシェアサイクル等を

活用した文化財周遊観光を促進する。 

〇生涯学習課 

〇観光振興課 

〇交通政策課 

〇公民連携推進室 

△ △ △        

31 

方 26 

文化財を活かした観光イベント 
（継続） 
文化財のガイドツアーや周遊スタンプラリー

等のイベントを行う。 

◎観光振興課 

〇生涯学習課 
△ △ ◎ △ △      

32 
市外での文化財の PR（継続） 
市外で行われるイベント等で文化財の魅力

を積極的に PR する。 

◎観光振興課 

〇生涯学習課 
△ 〇 ◎ △ △      

33 方 27 

地車集結イベント（継続） 
各地区の地車の集結イベントを実施し、

市内外に PR する。 

〇観光振興課 

〇市民政策課 

〇秘書広報課 

 ◎ ◎      
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表 7-3 【活用】に関する措置（2/2） 

 

４．【担い手づくり】の方針と措置 

（１）方針 

文化財の保存・活用の担い手を増やし、次の世代へ確実に継承する 

方 29：文化財や歴史文化の教育普及を推進します。 

方 30：文化財や歴史文化の学習機会を充実させます。 

方 31：文化財の保存・活用に関わる市民ボランティアを育成します。 

方 32：文化財の保存・活用に関わる市民ボランティアを支援します。 

方 33：伝統文化の後継者育成を支援します。 

 

（２）措置 

表 7-4【担い手づくり】に関する措置（1/2） 

番号 方針 措置（事業内容） 
関係主体 事業期間（年度） 

大東市 所有者 市民 団体 学校 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 

35 

方 29 

学校教育での歴史文化の学習 
（継続） 
学校教育において、本市の歴史文化の学

習を推進する。 

◎教育研究所 

〇生涯学習課 
△ △ △ ◎       

36 

歴史文化を紹介する副教材の作成
（継続）. 
児童・生徒向けに、本市の歴史文化を紹

介する副教材を作成する。 

◎生涯学習課 

〇教育研究所 
 △ △ 〇 △      

37 

昔の道具を活用した体験学習 
（継続） 
児童・生徒向けに、昔の道具を活用した

体験学習を、歴史民俗資料館、野外活動

センターが主体となって実施する。 

◎生涯学習課  △ △ 〇       

38 

方 30 

生涯学習事業（継続） 
本市の文化財や歴史文化を学ぶ講座や

フィールドワーク等を、歴史民俗資料

館、生涯学習センター、公民館、図書館

等と共同で実施する。 

◎生涯学習課 △ △ △ △ △      

39 
出前講座（継続） 
地域のニーズに応じた出前講座を実施

する。 
◎生涯学習課 △ △ △ △ △      

 

番号 方針 措置（事業内容） 
関係主体 事業期間（年度） 

大東市 所有者 市民 団体 学校 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 

34 方 28 

文化財を活かした広域連携（継続） 
歴史ネットきたかわちの参画自治体と共同

で文化財の見学会や講座等を実施するな

ど、文化財を活かした他地域との連携・交流

を推進する。 

◎生涯学習課 

〇観光振興課 
△ 〇 ◎ △ △      
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表 7-4【担い手づくり】に関する措置（2/2） 

 

５．【防災】の方針と措置 

（１）方針 

文化財を自然災害や火災から守る 

方 34：災害史の調査を推進します。 

方 35：災害史の学習を推進します。 

方 36：文化財防災の啓発を推進します。 

方 37：文化財防災対策マニュアルを作成します。 

方 38：文化財防災設備の整備を促進します。 

方 39：市内の文化財リストを関係機関と共有します。 

方 40：文化財レスキューの担い手を育成します。 

方 41：文化財レスキュー機関との連携を強化します。 

 

（２）措置 

表 7-5 【防災】に関する措置（1/2） 

 
 
 

番号 方針 措置（事業内容） 
関係主体 事業期間（年度） 

大東市 所有者 市民 団体 学校 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 

40 方 31 
市民ボランティアの育成（継続） 
文化財の保存・活用に関わる市民ボラン

ティアの養成講座等を行う。 

◎生涯学習課 

〇観光振興課 

〇市民政策課 

△ 〇 ◎ 〇 △      

41 方 32 

市民ボランティアの支援（継続） 
文化財の保存・活用に関わる市民ボラン

ティアの活動に資料提供や講師派遣等

を行う。 

◎生涯学習課 

〇観光振興課 
△ △ ◎ 〇 △      

42 方 33 

伝統文化の後継者育成（継続） 
国の補助金等を活用し、伝統文化の後継

者育成事業を支援する。 
◎生涯学習課  〇 ◎        

番

号
番号 方針 措置（事業内容） 

関係主体 事業期間（年度） 

大東市 所有者 市民 団体 学校 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 

 43 方 34 

災害史の調査（継続） 
過去の災害に関する史資料の調査や聞き

取り調査を歴史民俗資料館、図書館等と

共同で推進する。 

◎生涯学習課 △ 〇 〇 〇 〇      

 44 方 35 

災害史の学習（継続） 
学校教育や生涯学習で、過去の災害に関

する学習を推進する。 

◎教育研究所 

◎生涯学習課 

〇危機管理室 

△ 〇 〇 ◎ △      
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表 7-5 【防災】に関する措置（2/2） 

 

 

＜参考＞ 

文化財の防災対策は、『国宝・重要文化財（建造物）等の防火対策ガイドライン』や『国宝・重要文化財（美

術工芸品）を保管する博物館等の防火対策ガイドライン』を参考に進めます。 

また、次図に示すように独立行政法人国立文化財機構文化財防災センターへの外部支援を大阪府に要

請するとともに、文化財所有者や管理者など各主体の連携により進めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1 【防災】に関する体制  

番

号
番号 方針 措置（事業内容） 

関係主体 事業期間（年度） 

大東市 所有者 市民 団体 学校 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 

 45 方 36 
文化財防災訓練等の実施（継続） 
文化財の防災訓練等を実施する。 

〇危機管理室 

〇生涯学習課 
◎ ◎ ◎ △     

  

 46 方 37 

文化財防災対策マニュアルの作成 
（新規） 
国のガイドライン等を参考に、文化財の

防災対策マニュアルを作成する。 

◎生涯学習課 

〇危機管理室 
    △      

 47 方 38 

文化財防災設備の整備（継続） 
指定等文化財を中心に、防災設備の整備

を促進する。 
◎生涯学習課 ◎ △ ◎        

 48 方 39 

文化財リストの共有（継続） 
市内の文化財リストを作成し、関係機関

と共有する。 
◎生涯学習課 △ △ △  △      

 49 方 40 

文化財レスキューの講習会（継続） 
文化財所有者や市民、ボランティア団体

等を対象に、歴史民俗資料館、図書館等と

共同で文化財レスキューの講習会を実施

する。 

◎生涯学習課 

（資料館 

 図書館） 

〇 〇 〇 〇 〇      

 50 方 41 

文化財レスキュー機関との連携 
（継続） 
文化財レスキュー機関との連携体制を強

化し、大規模災害等の発生時に、文化財防

災センター等の外部支援を大阪府に要請

する。 

◎生涯学習課 

（資料館） 

〇危機管理室 

△ △ △        

文化財 

レスキュー

等 

文化財 

レスキュー

等 
被災状況確認・報告 

大東市 

独立行政法人国立文化財機構 

文化財防災センター 

文化財所有者・管理者 

支援要請 

応急措置の実施 

復旧の実施 

大
阪
府
教
育
庁
文
化
財
保
護
課 支援要請 

復旧の指導 

応急措置の

指導 
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第８章 重点的な取組 
 

１．関連文化財群 

（１）関連文化財群の目的と設定の考え方 

関連文化財群とは、「指針」によると、「地域の多種多様な文化財を歴史文化の特性に基づいて一

定のまとまりとして捉えたもの」のことです。まとまりをもって扱うことで，未指定文化財につい

ても構成要素としての価値付けが可能となり、相互に結びついた文化財の多面的な価値・魅力を発

見することができます。 

本計画は、第３章で整理した歴史文化の特徴のうち、「水と共生しながら営まれた歴史文化」につ

ながるものとして、近世大阪平野の発展の契機となった深野
ふ こ の

池
いけ

の新田開発をテーマとする関連文化

財群 「深野
ふ こ の

池
いけ

新田
しんでん

開発
かいはつ

遺産
い さ ん

」を設定し、地域活性化や観光振興、学校教育、生涯学習等の多様な分野

で一体的に保存・活用することをめざします。 

 

 

 

 

図 8-1 大東市の歴史文化と関連文化財群の関係 

 

（２）関連文化財群「深野池新田開発遺産」の概要 

江戸時代に深野池の新田開発が行われ、多数の井
い

路
じ

や古堤街道が整備されたことにより、大坂や河内の

村々との人的・物的交流がさかんになりました。市内には、平野屋
ひ ら の や

新田
しんでん

会所
か い しょ

跡
あと

や樋門
ひ も ん

など、新田開発の歴史

を物語る文化財が多く残っています。 

 

（３）関連文化財群「深野池新田開発遺産」のストーリー 

市域中央部には、江戸時代中期まで深野池が広がっていました。宝永元年（1704）に大和川の付

替えが行われた後、水位が低下した深野池の跡地で、甲子園球場約 84 個分に相当する総面積 325 町

１反５畝（約 322.4ha）の土地が開発されました。 

新田開発の後、市域周辺では米や綿・菜種などの商品作物の生産量が増大しました。また、多数

の井路や古堤街道が整備されたことにより、大坂市中や河内の村々との人的・物的交流がさかんと

なり、大阪平野における経済・交通・文化などの発展につながりました。 

享保６年 （1721）、大坂久太郎町の両替商平野屋
ひ ら の や

又
また

右
え

衛門
も ん

が深
ふこ

野
の

南新田
みなみしんでん

 （大東市平野屋 ・谷川 ・南

新田付近）と河内屋
か わ ち や

南新田
みなみしんでん

 （東大阪市元町付近）の所有権を取得し、新田を管理 ・運営するために

◆関連文化財群 

  「深野池新田開発遺産」 

 

◆歴史文化の特徴                

「水と共生しながら営まれた 

歴史文化」                 
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平野屋新田会所が設置されました。会所は、年貢の集積や住民の管理、武家の接待等に使われ、災

害時には避難所としても機能しました。平野屋新田会所屋敷の建物は、住宅開発業者による宅地開

発のため、平成 20 年 （2008）に解体されましたが、本市が屋敷跡の一部を公有化し、千石蔵
せんごくぐら

 （米蔵） ・

道具蔵
ど う ぐぐ ら

・船着場
ふ な つき ば

・周
しゅう

濠
ごう

の遺構を保存することができました。 

平野屋新田会所跡の周辺は、平野屋又右衛門が摂津国総社
そうしゃ

 の坐摩
いかすり

 神社から勧請
かんじょう

 したといわれる

坐摩
ざ ま

 神社や、新田の井路として機能した銭屋
ぜ に や

川
がわ

 や新堀
しんぼり

川
がわ

 、井路の水量を調整するために建設された

樋門などが残っています。 

また、大東市立歴史民俗資料館で保管している平野屋
ひ ら の や

新田
しんでん

会所
かいしょ

文書
もんじょ

 や銭屋髙
ぜ に やた か

松家
ま つ け

文書
もんじょ

 、平野屋新

田会所に由来する民具などは、大坂商人による新田経営や新田住民の暮らしを知るうえで貴重な史

資料です。 

深野池新田開発遺産の構成要素は表 8-１に示すとおりで、その分布は図 8-2 のとおりです。 

 

表 8-1 「深野池新田開発遺産」の構成要素 

類型 指定等 名称 小学校区（所在） 

有形文化財 （美術工芸品 ：古文書） 市指定 平野屋新田会所文書 四条（歴史民俗資料館） 

有形文化財 （美術工芸品 ：古文書） 市指定 
深野新田周辺川堤絵図（平野屋新田会所

旧蔵） 
四条（歴史民俗資料館） 

記念物（遺跡） 市指定 
平野屋新田会所 千石蔵跡 ・道具蔵跡 ・船

着場跡・周濠跡 
泉（平野屋） 

有形文化財（建造物） 市登録 坐摩神社本殿 泉（平野屋） 

民俗文化財（有形の民俗文化財） 市登録 坐摩神社奉納資料 四条（歴史民俗資料館） 

有形文化財（建造物） 未指定 谷川２丁目樋門 住道北（谷川） 

有形文化財（建造物） 未指定 谷川公民館前樋門笠石 住道北（谷川） 

有形文化財（建造物） 未指定 かみなり樋門 住道北（深野南町） 

有形文化財（建造物） 未指定 どんばの伏越樋 泉（平野屋） 

有形文化財（建造物） 未指定 三反物の樋 泉（平野屋） 

有形文化財（建造物） 未指定 待樋 泉（平野屋） 

有形文化財（建造物） 未指定 満島用水樋 泉（南新田） 

有形文化財（建造物） 未指定 落合橋下伏越樋笠石 泉（南新田） 

有形文化財（美術工芸品：絵画） 未指定 平野屋新田会所の杉戸絵 四条（歴史民俗資料館） 

有形文化財 （美術工芸品 ：古文書） 未指定 銭屋髙松家文書 四条（歴史民俗資料館） 

有形文化財 （美術工芸品 ：古文書） 未指定 五ヶ所文書 四条（歴史民俗資料館） 

有形文化財 （美術工芸品 ：考古資料） 未指定 平野屋新田会所跡出土遺物 四条（歴史民俗資料館） 

有形文化財 （美術工芸品 ：考古資料） 未指定 平野屋新田会所建物の礎石 泉（平野屋） 

有形文化財 （美術工芸品 ：歴史資料） 未指定 農民感謝碑 泉（平野屋） 

有形文化財 （美術工芸品 ：歴史資料） 未指定 髙松家歌碑 泉（平野屋） 

民俗文化財（有形の民俗文化財） 未指定 「又」の境界石 泉（平野屋） 

民俗文化財（有形の民俗文化財） 未指定 
平野屋新田会所に由来する民具 （龍吐水 ・

踏車等） 
四条（歴史民俗資料館） 

民俗文化財（無形の民俗文化財） 未指定 坐摩神社祭礼と地車曳行 
泉 ・住道北 （谷川 ・平野

屋・南新田） 

文化的景観 未指定 新堀川周辺の景観 住道北（谷川） 

文化的景観 未指定 銭屋川周辺の景観 泉（平野屋・南新田） 
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図 8-2 「深野池新田開発遺産」の位置 
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（４）関連文化財群「深野池新田開発遺産」の保存・活用の現状・課題・方針・措置 

■「深野池新田開発遺産」の保存・活用に関する現状 

・本市は、令和５年 （2023）度に策定した 「市史跡平野屋新田会所

跡保存活用計画」に基づき、令和８年 （2026）度から平野屋新田

会所跡の史跡整備事業を進めていきます。 

・本市は、専門家や平野屋新田会所市民サポーター会議、近畿大学

民俗学研究所等と共同で、平野屋新田会所に関連する古文書や民

具の調査を進めています。 

・平野屋新田会所に関連する古文書や民具は歴史民俗資料館で保

管していますが、劣化が進行しているため、修復が必要なものが

あります。本市は、令和７年 （2025）度から、京都芸術大学と共

同で、平野屋新田会所に由来する民具の修復作業に取り組んでい

ます。 

・平野屋新田会所跡周辺の５ヵ所に、江戸時代末期に製作された樋

門が残っていますが、劣化により破損したものや、都市計画道路

の整備のため保存が危ぶまれているものがあります。 

・本市は、大阪産業大学や平野屋新田会所市民サポーター会議と共

同で、「深野池新田開発遺産」の魅力を紹介するパンフレットや

説明板等の作成を進めており、講座や展示、見学会等の普及啓発

事業において活用しています。 

・本市の公立小学校は、３・４年生の社会科の授業で副読本『わた

したちの大東市』を用い、大和川の付替えと深野池の新田開発の

歴史を学習する時間を設けています。 

 

■「深野池新田開発遺産」の保存・活用に関する課題 

課 42：平野屋新田会所跡の見学環境を整備する必要があります。 

課 43：平野屋新田会所関連史資料の調査を推進する必要があります。 

課 44：劣化が進行した平野屋新田会所関連史資料を修復する必要があります。 

課 45：平野屋新田会所跡周辺の樋門を保存・修復する必要があります。 

課 46：平野屋新田会所跡周辺の水路の景観を保全する必要があります。 

課 47：深野池新田開発遺産の情報発信を強化する必要があります。 

課 48：深野池新田開発遺産の普及啓発を推進する必要があります。 

課 49：深野池新田開発遺産の教育普及を推進する必要があります。 

平野屋新田会所跡整備イメージ図 
 

平野屋新田会所跡パンフレット 
 

笠石が破損した樋門（深野南町） 

唐箕の修復作業 
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■「深野池新田開発遺産」の保存・活用に関する方針 

方 42：平野屋新田会所跡の見学環境を整備します。 

方 43：平野屋新田会所関連史資料の調査を推進します。 

方 44：劣化が進行した平野屋新田会所関連史資料の修復を実施します。 

方 45：平野屋新田会所跡周辺の樋門の保存・修復を図ります。 

方 46：平野屋新田会所跡周辺の水路の景観を保全します。 

方 47：深野池新田開発遺産の情報発信を強化します。 

方 48：深野池新田開発遺産の普及啓発を推進します。 

方 49：深野池新田開発遺産の教育普及を推進します。 

 

■「深野池新田開発遺産」の保存・活用に関する措置 

 
表 8-2 「深野池新田開遺産」の保存・活用に関する措置（1/2） 

番号 方針 措置（事業内容） 
関係主体 事業期間（年度） 

大東市 所有者 市民 団体 学校 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 

51 

方 42 

平野屋新田会所跡の史跡整備（新規） 
市史跡指定地の史跡整備を進める。 

◎生涯学習課  △ △ △ △      

52 

先端技術を活用したコンテンツの作成
（新規） 
AR や VR 等を活用し、平野屋新田会所跡の

見学を楽しめるコンテンツを作成する。 

◎生涯学習課 

〇観光振興課 
 △ △ 〇 △      

53 方 43 

平野屋新田会所関連史資料の調査 
（継続） 
平野屋新田会所に関連する古文書や民具、

考古資料等の調査を推進する。 

◎生涯学習課 

（資料館） 
  〇 〇 ○      

54 方 44 

平野屋新田会所関連史資料の修復 
（継続） 
劣化が進行した古文書や民具の修復を実施

する。 

◎生涯学習課    〇 △      

55 方 45 
樋門の保存・修復（新規） 
平野屋新田会所跡周辺に残る樋門の保存・

修復方法を検討する。 

◎生涯学習課 

〇水政課 

〇道路課 

 △ △  △      

56 方 46 

水路の景観保全（継続） 
銭屋川や新堀川で定期的な清掃や草刈り等

を実施するとともに、老朽化した銭屋川護

岸の改修を検討する。 

◎水政課 

〇生涯学習課 
 △ ◎ △       

57 方 47 

深野池新田開発遺産の情報発信（継続） 
深野池新田開発遺産の価値や魅力を広報

「だいとう」やホームページ、SNS 等で積極

的に発信する。 

◎生涯学習課 

〇秘書広報課 

〇観光振興課 

 〇 ◎ 〇 △      

58 

方 48 

深野池新田開発遺産の普及啓発事業
（継続） 
深野池新田開発遺産の価値や魅力を紹介す

る講座や展示、見学会等を歴史民俗資料館、

図書館等と共同で実施する。 

◎生涯学習課  △ ◎ 〇 △      

59 

深野池新田開発遺産の啓発冊子の作成
（継続） 
深野池新田開発遺産の価値や魅力を紹介す

るパンフレット等を作成する。 

◎生涯学習課  △ 〇 〇 △      
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表 8-2 「深野池新田開遺産」の保存・活用に関する措置（1/2） 

番号 方針 措置（事業内容） 
関係主体 事業期間（年度） 

大東市 所有者 市民 団体 学校 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 

60 方 49 

深野池新田開発遺産の教育普及（継続） 
副読本や啓発冊子等を活用し、深野池新田

開発遺産について児童・生徒にわかりやす

く紹介する。 

◎教育研究所 

〇生涯学習課 
 △ △ ◎       

◎：主体的に取り組む〇：共同で取り組む△：支援・協力する 赤線：新規事業、黒線：継続事業 

 

２．文化財保存活用区域 

（１）文化財保存活用区域の目的と設定の考え方 

文化財保存活用区域とは、「指針」によると、「文化財が特定の地区に集中している場合に、その

周辺環境を含め当該文化財（文化財群）を核として文化的な空間を創出するために、域内の地区特

性や歴史文化の特性に応じて市町村が独自に設定する計画区域」です。多様な文化財が集中する区

域を設定して保存・活用を図ることで、魅力的な空間の創出につなげることを目的としています。 

本計画は、以下の考え方に基づき、２ヵ所の文化財保存活用区域を設定します。 

①多様な文化財が分布している。 

②重点的に保存・活用の取組を進めていく文化財がある。 

 ③まちづくりや観光振興等において文化財の保存 ・活用に関する積極的な取組が行われている。 

 ④文化財の保存・活用に関わる多様な市民団体等が活動している。 

  

（２）「文化財保存活用区域」の設定 

本市北東部に「北条
ほうじょう

 ・野崎
の ざ き

 文化財保存活用区域」を、本市北西部に「御領
ごりょう

 文化財保存活用区域」

を設定します（図 8-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-3 「文化財保存活用区域」の範囲 
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（３）「北条・野崎文化財保存活用区域」 

■「北条・野崎文化財保存活用区域」の概要 

北条・野崎文化財保存活用区域には、本市を代表する文化財である飯盛城跡や野崎観音のほか、

東高野
ひがしこう や

 街道周辺に多数の文化財が分布しており、のざきまいりや地車曳
じぐるまえ い

行
こ う

 等の伝統行事もさかんに行わ

れています。 

■「北条・野崎文化財保存活用区域」の説明 

北条・野崎文化財保存活用区域に所在する飯盛山は、JR 野崎駅や JR 四条畷駅からハイキングコー

スを利用して１時間ほどでアクセスが可能であり、多くのハイカーが訪れています。ハイキングコー

ス付近には、名勝地である観察
かんさつ

の森
もり

があります。 

飯盛山頂付近に、西日本有数の戦国時代の山城跡である国史跡飯盛
いいもり

城跡
じょうあと

があり、石垣や曲
くる

輪
わ

、土塁
ど る い

等の城郭遺構が良好に残っています。また、飯盛城跡の周辺には、同時期の城跡である龍間城跡や野

崎城跡、江戸時代初期に大坂城再築
さいちく

のため石材を供出した北条
ほうじょう

石切場
い し きり ば

跡
あと

等の遺跡が分布しています。 

飯盛山麓には東高野街道が南北に縦断しており、周辺に野崎
の ざ き

観音
かんのん

 （慈
じ

眼寺
げ ん じ

）や専応寺
せ ん のう じ

、北條
ほうじょう

神社、

南條
なんじょう

神社等の社寺や古民家、学校法人四條畷
がっこうほうじんしじょうなわて

学園
がくえん

本館
ほんかん

等の歴史的建造物が多く残っています。 

５月に行われるのざきまいりと 10 月に行われる地車曳行は、いずれも江戸時代からつづく伝統行

事であり、多くの地域住民が関わり、市外からも多数の人が訪れています。 

北条 ・野崎文化財保存活用区域には、本市の玄関口である JR 野崎駅と JR四条畷駅のほか、歴史民

俗資料館や東部図書館、野崎まいり公園などの公共施設、本市と民間事業者が連携して開発した複合

施設 morineki など、歴史文化の発信拠点となる施設も所在しています。 

北条・野崎文化財保存活用区域内の主な文化財は表 8-3 に示すとおりで、その分布は図 8-4 のとお

りです。このほか、歴史民俗資料館で多数の文化財を保管しています。 

表 8-3 北条・野崎文化財保存活用区域内の主な文化財（1/2） 

類型 指定等 名称 小学校区（所在） 

記念物（遺跡） 国指定 飯盛城跡 北条（大字北條） 

有形文化財（建造物） 市指定 石造九重層塔 四条（野崎） 

有形文化財（美術工芸品：絵画） 市指定 専応寺 絹本着色阿弥陀如来絵像 四条（野崎） 

有形文化財（美術工芸品：絵画） 市指定 専応寺 聖徳太子立像 四条（野崎） 

有形文化財（美術工芸品：彫刻） 市指定 慈眼寺 十一面観音立像 四条（野崎） 

有形文化財（建造物） 未指定 学校法人四條畷学園本館 北条（学園町） 

有形文化財（建造物） 未指定 四條畷駅ホーム跡 北条（学園町） 

有形文化財（建造物） 未指定 北條神社本殿 北条（北条） 

有形文化財（建造物） 未指定 南條神社本殿 四条（野崎） 

有形文化財（建造物） 未指定 国旗掲揚台 北条（大字北條） 

有形文化財（建造物） 未指定 慈眼寺本堂 四条（野崎） 

有形文化財（建造物） 未指定 専応寺太子堂 四条（野崎） 
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表 8-3 北条・野崎文化財保存活用区域内の主な文化財（2/2） 

類型 指定等 名称 小学校区（所在） 

有形文化財（建造物） 未指定 メノコ橋の欄干 四条（野崎） 

有形文化財（建造物） 未指定 久作橋 四条（野崎） 

有形文化財（建造物） 未指定 野崎橋 四条（野崎） 

有形文化財（美術工芸品：工芸品） 未指定 慈眼寺梵鐘 四条（野崎） 

有形文化財 （美術工芸品 ：歴史資料） 未指定 四條村忠魂碑 四条（野崎） 

民俗文化財（有形の民俗文化財） 未指定 山神石 北条（北条） 

民俗文化財（無形の民俗文化財） 未指定 北條神社秋祭りと地車曳行 北条（北条） 

民俗文化財（無形の民俗文化財） 未指定 北條神社の立提灯奉納 北条（北条） 

民俗文化財（無形の民俗文化財） 未指定 南條神社秋祭りと地車曳行 四条（野崎） 

民俗文化財（無形の民俗文化財） 未指定 のざきまいり 四条（野崎） 

民俗文化財（有形の民俗文化財） 未指定 北條神社奉納資料 北条（北条） 

民俗文化財（有形の民俗文化財） 未指定 南條神社奉納資料 四条（野崎） 

記念物（遺跡） 未指定 北条石切場跡 北条（大字北條） 

記念物（遺跡） 未指定 野崎城跡 四条（野崎） 

記念物（遺跡） 未指定 龍間城跡 四条（大字野崎） 

記念物（遺跡） 未指定 東高野街道 北条 ・四条 （北条 ・野崎） 

記念物（遺跡） 未指定 古戦田伝承地 北条（北条） 

記念物（遺跡） 未指定 ハラキリ伝承地 北条（錦町） 

記念物（名勝地） 未指定 観察の森 北条（北条） 

民間伝承 未指定 とめやん狸の民話 四条（野崎） 
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図 8-4 北条・野崎文化財保存活用区域と主な文化財 
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■北条・野崎文化財保存活用区域の保存・活用に関する現状 

・本市と四條畷市は共同で、令和５年（2023）度に「史跡飯盛

城跡保存活用計画」を、令和６年 （2024）度に 「史跡飯盛城

跡整備基本計画」を策定し、両計画に基づき、飯盛城跡の遺

構測量調査、整備手法の調査 ・研究、普及啓発事業等を進め

ています。 

・令和３年 （2021）度に飯盛城跡で AR （拡張現実）や VR （仮想

現実）を体験することができる CGアプリ 「よみがえる飯盛城

～「天下人」三好長慶 最後の居城～」を作製しています。 

・北条・野崎地区の文化財調査は、野崎観音慈
の ざ き か ん の ん じ

眼寺
げ ん じ

文書
もんじょ

 と

野崎専応
のざきせんのう

寺
じ

文書
もんじょ

の古文書調査を完了していますが、建造物 （社

寺、古民家、近代建築等）、美術工芸品 （絵画、彫刻、歴史資

料等）、無形の民俗文化財 （祭礼行事等）等の調査が不十分で

す。 

・野崎駅、四条畷駅、歴史民俗資料館、野崎まいり公園などに

文化財のパンフレット等を配架しています。 

・野崎駅前、歴史民俗資料館、野崎まいり公園に周辺文化財の

案内看板を設置しています。 

・本市は、大東 ・三好長慶会や観光ボランティアガイドやまび

こ等の市民ボランティアと共同で、「三好長慶公武者行列 in

大東」や観光ガイドツアー等のイベントを開催しています。 

・本市は、野崎観音や地元自治会、企業等と共同で、野崎観音

を活かした観光振興の取組として、のざきまいりの PR や野

崎観音の坐禅体験イベント等を実施しています。 

・地元企業が、飯盛城跡に関連した和菓子や野崎観音の御朱印

帳などの商品を開発したり、飯盛山のハイキングイベントを

開催したりしています。 

・飯盛山の景観は、地元住民や大東環境みどり会等の市民ボラ

ンティアが主となって、樹木剪定や間伐等を行うことで、保

全されています。また、本市は森林環境譲与税を活用した危

険木の伐採や、ハイキング道の維持 ・管理等を行っています。 

 

 

飯盛城跡整備イメージ図 
 

飯盛城跡の案内看板（野崎駅前） 
 

三好長慶公武者行列 in 大東 

野崎観音の坐禅体験 

大東環境みどり会の北条里山保全活動 
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■北条・野崎文化財保存活用区域の保存・活用に関する課題 

課 50：飯盛城跡の見学環境を整備する必要があります。 

課 51：飯盛城跡の調査・研究を推進する必要があります。 

課 52：北条・野崎地区の文化財調査を推進する必要があります。 

課 53：北条・野崎地区の文化財情報発信を強化する必要があります。 

課 54：北条・野崎地区の文化財の普及啓発を推進する必要があります。 

課 55：北条・野崎地区の文化財を活かした観光振興を推進する必要があります。 

課 56：飯盛山の景観を保全する必要があります。 

 

■北条・野崎文化財保存活用区域の保存・活用に関する方針 

方 50：飯盛城跡の見学環境を整備します。 

方 51：飯盛城跡の調査・研究を推進します。 

方 52：北条・野崎地区の文化財調査を推進します。 

方 53：北条・野崎地区の文化財の情報発信を強化します。 

方 54：北条・野崎地区の文化財の普及啓発を推進します。 

方 55：北条・野崎地区の文化財を活かした観光振興を推進します。 

方 56：飯盛山の景観を保全します。 

 

■北条・野崎文化財保存活用区域の保存・活用に関する措置 

 
表 8-4 北条・野崎文化財保存活用区域の保存・活用に関する措置（1/2） 

番号 方針 措置（事業内容） 
関係主体 事業期間（年度） 

◎主管課/○関係課 所有者 市民 団体 学校 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 

61 

方 50 

飯盛城跡の史跡整備（新規） 
飯盛城跡の遺構を保護するとともに、解

説板や誘導標識等を整備する。 
◎生涯学習課 △ △ △ △ △    

 
 

62 

先端技術を活用した見学コンテンツ
の整備（継続） 
AR や VR 等を活用し、飯盛城跡の見学を楽

しめるコンテンツを整備・更新する。 

◎観光振興課 △ △ △ △ △    
  

63 方 51 

飯盛城跡の調査・研究（継続） 
飯盛城跡の遺構測量調査や発掘調査、整

備手法の調査・研究を推進する。 
◎生涯学習課 △    〇   

 
  

64 方 52 

北条・野崎地区の文化財調査（継続） 
北条・野崎地区の建造物（社寺、古民家、

近代建築等）、美術工芸品（絵画、彫刻、

歴史資料等）、無形の民俗文化財（祭礼行

事等）等の調査を推進する。 

◎生涯学習課 △ △ 〇 〇 〇    
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表 8-4 北条・野崎文化財保存活用区域の保存・活用に関する措置（2/2） 

番号 方針 措置（事業内容） 
関係主体 事業期間（年度） 

◎主管課/○関係課 所有者 市民 団体 学校 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 

65 方 53 

北条・野崎地区の文化財の情報発信 
（継続） 
広報「だいとう」やホームページ、SNS の

ほか、駅や公共施設、morineki 等で北条・

野崎地区の文化財に関する情報発信を積

極的に行う。 

◎生涯学習課 

〇秘書広報課 

〇観光振興課 

〇公民連携推進室 

 〇 ◎ 〇       

66 

方 54 

北条・野崎地区の文化財の普及啓発事
業（継続） 
北条・野崎地区の文化財の価値や魅力を

紹介する講座や展示、見学会等を歴史民

俗資料館、図書館等と共同で実施する。 

◎生涯学習課 

〇観光振興課 
 △ △ △ △      

67 

北条・野崎地区の文化財啓発冊子の作
成（継続） 
北条・野崎地区の文化財の価値や魅力を

紹介するパンフレット等を作成する。 

◎生涯学習課 

〇観光振興課 
 △ △ △ △      

68 

方 55 

飯盛城跡を活かした観光振興（継続） 
武者行列や観光ガイドツアー、ハイキン

グイベント等の取組を推進する。 

◎観光振興課 

〇生涯学習課 
 △ ◎ △       

69 

野崎観音を活かした観光振興（継続） 
のざきまいりの PR や、野崎観音の観光ガ

イドツアーや体験型コンテンツ等の取組

を推進する。 

◎観光振興課 

〇生涯学習課 
◎ △ ◎ △       

70 

飯盛城跡や野崎観音の関連商品の開
発（継続） 
飯盛城跡や野崎観音の関連商品の開発を

促進する。 

◎観光振興課 

〇産業経済室 

〇生涯学習課 

〇 △ ◎ △       

71 方 56 

飯盛山の景観保全（継続） 
飯盛山の樹木の剪定・間伐等を行う市民

ボランティアの活動を支援するととも

に、危険木の伐採やハイキング道の維持・

管理等を行う。 

〇産業経済室 

〇みどり課 

〇道路課 

〇生涯学習課 

〇 〇 ◎ 〇       

◎：主体的に取り組む 〇：共同で取り組む △：支援・協力する 

赤線：新規事業、黒線：継続事業 
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（４）御領文化財保存活用区域 

■御領文化財保存活用区域の概要 

御領文化財保存活用区域では、御領せせらぎ水路周辺に風情ある景観が良好に保全され、辻本家住宅

主屋をはじめとする歴史的建造物が多く分布しており、地車
じ ぐ る ま

曳
えい

行
こ う

 や御領
ご り ょ う

菅原
すがわら

 神社の俄
にわ

芝居
かしばい

 などの伝統行事

もさかんに行われています。 

 

■御領文化財保存活用区域の説明 

御領地区付近では鎌倉時代に集落が形成されたことが、御領遺跡の発掘調査で明らかになっていま

す。江戸時代に御領村の集落と農地が拡大するなかで、多数の井
い

路
じ

 （水路）が整備され、「三枚板
さ ん まい だ

」と

いわれる田
た

舟
ぶね

が主要な交通・輸送手段になりました。 

平成 12 年 （2000）度に竣工した御領土地区画整理事業によって、御領地区内の農地や井路は著しく

減少しましたが、平成 22年 （2010）に下水高度処理水を利用した御領せせらぎ水路が整備され、親水

性のある水辺空間が復活しました。 

御領文化財保存活用区域には、市指定文化財の石造
せきぞう

地蔵
じ ぞ う

菩薩
ぼ さ つ

立像
りゅうぞう

 （永
えい

禄
ろく

銘
めい

地蔵
じ ぞ う

）や国登録有形文化

財の辻
つじ

本家
も と け

住宅
じゅうたく

主屋
しゅおく

のほか、御領菅原神社、龗
おかみ

神社、西福寺
さ い ふく じ

などの社寺や、御領せせらぎ水路沿いの

連立式段蔵
だんぐら

などがあり、市内有数の伝統的建造物群と文化的景観が残っています。また、区域内に本

社がある川村
かわむら

義肢
ぎ し

 株式会社の歴史展示室に義肢
ぎ し

装具
そ う ぐ

の歴史を伝える歴史資料が所蔵されています。さらに、

国の選定保存技術保持者の鈴鹿五郎氏が区域内の工房で美術工芸品保存桐箱を製作しています。 

10 月に行われる地車曳行と御領菅原神社の俄か芝居は、住民に親しまれてきた伝統行事として継承されて

います。 

御領文化財保存活用区域の主な文化財は表 8-5 に示すとおりで、その分布は図 8-5 のとおりです。 

 
表 8-5 御領文化財保存活用区域の主な文化財 

類型 指定等 名称 小学校区（所在） 

有形文化財（建造物） 市指定 永禄銘地蔵 氷野（御領） 

有形文化財（建造物） 国登録 辻本家住宅主屋 氷野（御領） 

有形文化財（建造物） 未指定 御領菅原神社本殿 氷野（御領） 

有形文化財（建造物） 未指定 西福寺本殿 氷野（御領） 

有形文化財（建造物） 未指定 御領せせらぎ水路沿いの段蔵 氷野（御領） 

有形文化財（美術工芸品・古文書） 未指定 御領村辻本家文書 氷野（御領） 

有形文化財 （美術工芸品 ・歴史資料） 未指定 御領菅原神社宮座札 氷野（御領） 

有形文化財 （美術工芸品 ・歴史資料） 未指定 義肢装具歴史資料 氷野（御領） 

無形文化財 未指定 御領菅原神社の俄か芝居 氷野（御領） 

民俗文化財（有形の民俗文化財） 未指定 龗神社のおかげ灯籠 氷野（御領） 

民俗文化財（無形の民俗文化財） 未指定 御領菅原神社の秋祭りと地車曳行 氷野（御領） 

文化的景観 未指定 御領せせらぎ水路沿いの景観 氷野（御領） 

伝統的建造物群 未指定 御領地区の伝統的建造物群 氷野（御領） 
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図 8-5 「御領保存活用区域」と主な文化財 

御領菅原神社 

御領せせらぎ水路沿いの段蔵 
 

義肢装具歴史資料 
（画像提供：川村義肢株式会社） 

 

御領地区の伝統的建造物群 
 

辻本家住宅主屋 
 

石造地蔵菩薩立像（永禄銘地蔵） 
 

龗神社のおかげ灯籠 御領村辻本家文書 
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■御領文化財保存活用区域の保存・活用に関する現状 

・御領地区の文化財調査は、御領村
ごりょうむら

辻
つじ

本家
も と け

文書
もんじょ

 の古文書調査が完

了していますが、建造物 （社寺、古民家等）、美術工芸品 （絵画、

彫刻、歴史資料等）、無形の民俗文化財 （祭礼行事）等の調査が

不十分です。 

・本市は、歴史的な町並みや水郷風景が残る御領地区の魅力を、広

報 「だいとう」やホームページ等で情報発信しており、新聞やテ

レビ等でも紹介されています。 

・観光ボランティアガイドやまびこが、御領せせらぎ水路や辻本家

住宅、川村義肢株式会社などを巡るガイドツアーを不定期で開

催しています。 

・御領地区の伝統的建造物群や文化的景観は、所有者や地元住民の

努力によって保存 ・継承されてきましたが、近年は所有者の代替

わりや転出等にともない存続が危ぶまれている古民家もあります。 

・御領地区では、地元住民の有志が 「御領せせらぎ水路保存会」を組織し、御領せせらぎ水路の清掃

や復元製作した田舟の乗船体験などを行っています。 

 

■御領文化財保存活用区域の保存・活用に関する課題 

課 57：御領地区の文化財調査を推進する必要があります。 

課 58：御領地区の文化財の情報発信を強化する必要があります。 

課 59：御領地区の文化財の普及啓発を推進する必要があります。 

課 60：御領地区の伝統的建造物群を保存・活用する必要があります。 

課 61：御領地区の景観を保全する必要があります。 

 

■「御領文化財保存活用区域」の保存・活用に関する方針 

方 57：御領地区の文化財調査を推進します。 

方 58：御領地区の文化財の情報発信を強化します。 

方 59：御領地区の文化財の普及啓発を推進します。 

方 60：御領地区の伝統的建造物群の保存・活用を図ります。 

方 61：御領地区の景観を保全します。 

 

  

田舟の乗船体験 

辻本家住宅の見学会 
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■「御領文化財保存活用区域」の保存・活用に関する措置 

 
表 8-5 御領文化財保存活用区域の保存・活用に関する措置（1/2） 

番号 方針 措置（事業内容） 
関係主体 事業期間（年度） 

大東市 所有者 市民 団体 学校 専門家 R8 R9 R10 R11 R12 

72 方 57 

御領地区の文化財調査（継続） 
御領地区の建造物（社寺、古民家等）、美

術工芸品（絵画、彫刻、歴史資料等）、無

形の民俗文化財（祭礼行事）等の調査を推

進する。 

◎生涯学習課 △ △ 〇 〇 〇      

73 方 58 

御領地区の文化財の情報発信（継続） 
広報「だいとう」やホームページ、SNS 等

を活用し、御領地区の文化財の価値や魅

力を積極的に発信する。 

◎生涯学習課 

〇秘書広報課 

〇観光振興課 

△ 〇 〇 △     
 

 

74 

方 59 

御領地区の文化財の普及啓発事業（継
続） 
御領地区の文化財の価値や魅力を紹介す

る講座や展示、見学会等を歴史民俗資料

館、図書館等と共同で実施する。 

◎生涯学習課 △ 〇 〇 △ △      

75 

御領地区の文化財啓発冊子の作成 
（新規） 
御領地区の文化財の価値や魅力を紹介す

るパンフレット等を作成する。 

◎生涯学習課 

〇観光振興課 
△ △ 〇 〇 △      

76 方 60 

御領地区の伝統的建造物群の保存・ 
活用（継続） 
所有者の協力を得ながら、建造物の見学

会や特別な体験を味わえるユニークベニ

ュー等を推進する。 

◎生涯学習課 

〇観光振興課 
◎ 〇 〇        

77 方 61 

御領地区の景観保全（継続） 
御領地区の町並みや御領せせらぎ水路を

保全する取組を推進する。 

〇都市政策課 

〇水政課 
◎ ◎ ◎ △       

◎：主体的に取り組む 〇：共同で取り組む △：支援・協力する 

赤線：新規事業、黒線：継続事業 
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第９章 計画の進め方 
 

1．計画の進捗管理と評価の方法 

本計画では、年度単位で作成した年次計画を、翌年度に年次評価を実施することにより進捗管理を

行います。 

文化財保護法第 183 条の９に定める協議会である大東市文化財保存活用地域計画協議会 （以下、「協

議会」という）を、本計画の評価 ・検証機関として位置づけ、年１～２回程度開催する協議会で、年

次計画と毎年度の進捗状況を確認し、意見や助言を得ることとします。 

計画最終年度の令和 12 （2030）年度に、計画全体の総合評価を行い、協議会の意見を聴取したうえ

で計画の見直しを行い、次期計画に移行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-1 自己評価の流れ 
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２．計画の推進体制 

本市は、産業 ・文化部生涯学習課文化財グループを中心に、庁内関係課や関係団体等と連携しなが

ら、本計画に基づく文化財の保存・活用の取組を、地域社会総がかりで推進します。 

本計画の推進に関係する主体は次のとおりです（表 9-1）。 

 

表 9-1 計画の推進に関係する主体（1/2） 

大東市及び関係機関 役割 

産業・文化部 

生涯学習課 

文化財の保存 ・活用、史跡 （飯盛城跡、堂山古墳群、平野屋新田会所

跡）の管理、埋蔵文化財保護、市史編纂、文化財保存 ・継承活動の支

援、市民ボランティアの育成・支援、生涯学習施策 

（文化財グループ職員５人、うち専門職員３人） 

産業経済室 産業振興施策、森林整備等 

観光振興課 
観光施策、文化財を活かした観光振興、市民ボランティアの育成 ・支

援等 

危機管理室 防災施策、自主防災組織の育成指導等 

政策推進部 

戦略企画課 市政施策の企画立案及び総合調整等 

秘書広報課 広報活動、シティプロモーション等 

公民連携推進室 公民連携施策、シェアサイクル等 

市民生活部 市民政策課 市民ボランティアの育成・支援、地車集結イベントの運営支援等 

都市経営部 都市政策課 都市計画施策、景観施策等 

都市整備部 

交通政策課 公共交通施策等 

道路課 道路維持・管理、橋りょう管理等 

みどり課 公園管理、緑化計画、保護樹木等 

水政課 河川管理、水路管理等 

教育委員会 

学校教育政策部 
教育研究所 学習指導、教材研究等 

大東四條畷消防組合 消火・救助活動、防火・防災訓練 

大東市文化財保護審議会 
文化財の保存 ・継承及び活用に関する重要事項 （文化財の指定 ・登録

等）の調査・審議 

大東市文化財保存活用地域計画協議会 文化財保存活用地域計画の作成・変更・実施に関する協議  

歴史民俗資料館（指定管理者） 
展示・講座・見学会・体験学習等の実施、文化財の調査、情報発信、

市民ボランティアの育成・支援、学校との連携等 

公民館（指定管理者） 講座・見学会等の実施、情報発信、市民ボランティアの支援等 

図書館（指定管理者） 
郷土資料の収集 ・調査、展示 ・講座等の実施、市民ボランティアの支

援等 

生涯学習センターアクロス（指定管理者） 展示 ・講座 ・見学会等の実施、情報発信、市民ボランティアの支援等 

野外活動センター（指定管理者） 体験学習、情報発信等 

所有者等 役割 

文化財所有者 文化財の保存・活用への協力 

土地所有者 文化財および土地の保存・活用への協力 

市民 役割 

自治会、在住者、在学者、在勤者等 文化財の保存・活用への協力、支援 
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表 9-1 計画の推進に関係する主体（2/2） 

団体 役割 

市民学芸員 歴史民俗資料館と連携した文化財の調査、展示等 

大東・三好長慶会 飯盛城跡や三好長慶の PR 活動等 

平野屋新田会所市民サポーター会議 深野池新田開発遺産の調査、PR 活動等 

大東市観光ボランティアガイドやまびこ 観光ガイド、地域活性化等 

大東環境みどり会 河川、水路、里山の保全活動等 

だいとう森づくりクラブ 堂山古墳群周辺の自然資源の保全活動等 

大東商工会議所 商業振興、地域活性化等 

市内立地企業 商業振興、地域活性化等 

学校 役割 

小学校、中学校、高等学校 文化財や歴史文化の学習 

大学 文化財の調査、活用等 

専門家 役割 

文化財保護審議会委員、市史編纂委員、 

大学等の教員、博物館の学芸員 等 
文化財の保存・活用に関する助言・支援 

大阪府の関係機関 役割 

大阪府教育庁文化財保護課 文化財の保存・活用に関する助言・支援 

大阪府文化財愛護推進委員 文化財保護意識の啓発等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-2 計画の推進体制 


